
 

条　
　
　
　
　
　

例

規　
　
　
　
　

則

備　
　

考

 

　
　

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生 

　
　

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生 

 
 

　
　

の
防
止
に
関
す
る
条
例 

　
　

の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
成　

九
年
千
葉
県
条
例
第　

十
二
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
平
成
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
三
年
千
葉
県
条
例
第　

二
六
号
） 

 

・
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
五
年
千
葉
県
条
例
第　

二
五
号
） 

　
　

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の 

　

の
施
行
に
伴
う
条
例
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第　

五
六
号
） 

　
　

防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
一 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
八
年
千
葉
県
条
例
第　

二
十
号
） 

　
　

項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
同
条
例
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
年 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第　

十
号
） 

　
　

一
月
一
日
と
す
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第　

九
十
九
号
） 

 
 

 
 

 
 

  

　
　

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の 

 
 

目
次 

　
　

防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 
 

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
成
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
一
号
） 

 
 

　

第
二
章　

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
安
全
基
準　
　

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
八
号
） 

 
 

　
　
　

（
第
七
条
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
十
六
号
） 

 
 

　

第
三
章　

不
適
正
な
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
禁
止
等
（
第
八
条
・
第
九
条
） 　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
百
十
八
号
） 

 
 

　

第
四
章 

 

特
定
事
業
の
規
制
（
第
十
条
―
第
二
十
六
条
） 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号
） 

 
 

　

第
四
章
の
二　

特
定
事
業
に
係
る
土
地
所
有
者
の
義
務
（
第
二
十
六
条
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
六
年
千
葉
県
規
則
百
三
十
五
号
） 

 
 

　
　

二
・
第
二
十
六
条
の
三
） 
　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
五
号
） 

 
 

　

第
五
章 

 

雑
則　

（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
百
六
十
七
号
） 

 
 

 
 

第
六
章　

罰
則　

（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
） 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
号
） 

 
 

　

附
則 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
九
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
二
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
五
号
） 

 
 

 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
五
号
） 

 
 

　
　
　

第
一
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
十
七
号
） 

 
 

　

（
目
的
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

平
成
二
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
十
九
号
） 

 
 

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
二
十
六
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
五
号
） 

 
 

　

害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
二
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
一
号
） 

 
 

　

県
民
の
生
活
の
安
全
を
確
保
し
、
も
っ
て
県
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
　
　
　
　
　
　

（
改
正　

平
成
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
六
号
） 

 
 

　

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
号
） 

 
 

 

　
　
　
　
　
　

（
改
正　

令
和
二
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
三
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

令
和
五
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
九
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

令
和
五
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
一
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

令
和
六
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
七
号
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
改
正　

令
和
八
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
七
号
）
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（
定
義
） 

　

（
趣
旨
） 

 
 

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
土
砂
等
の
埋
立
て
等
」
と
は
、
土
砂
等
（
土

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及

・
土
砂
等
に
は
、
他
法
令
で
規
定
の

 

　

砂
及
び
こ
れ
に
混
入
し
、
又
は
吸
着
し
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
　

び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
　

　

あ
る
「
廃
棄
物
」「
放
射
性
物
質
」 

　

よ
る
土
地
の
埋
立
て
、
盛
土
そ
の
他
の
土
地
へ
の
土
砂
等
の
た
い
積
（
製
　

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
　

は
対
象
外
。 

 

　

品
の
製
造
又
は
加
工
の
た
め
の
原
材
料
の
た
い
積
を
除
く
。
）
を
行
う
行
　

と
す
る
。

・
公
有
水
面
の
埋
立
て
は
対
象
外 

 

　

為
を
い
う
。 

・
原
材
料
の
た
い
積
例
。 

 

２　

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
供

「
土
質
解
良
プ
ラ
ン
ト
で
の
土
砂
」 

 

　

す
る
区
域
（
宅
地
造
成
そ
の
他
事
業
の
工
程
の
一
部
に
お
い
て
土
砂
等
の

「
瓦
、
煉
瓦
」
な
ど
の
原
料
と
な
る

 

　

埋
立
て
等
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
を
行
う
区
域
か
ら
発

　

土 
 

　

生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
当
該
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

・
宅
地
造
成
事
業
、
ゴ
ル
フ
場
の
造

 

　

で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
を
行
う
区
域
）
以
外
の
場
所
か
ら

　

成
な
ど
に
お
い
て
事
業
区
域
内
の

 

　

発
生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
に
よ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う

　

土
砂
の
切
土
盛
土
は
対
象
と
な
ら 

 

　

事
業
で
あ
っ
て
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
供
す
る
区
域
の
面
積
が
三
千
平

 
 

な
い　

 

　

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。　

 
  

 　

（
事
業
者
の
責
務
） 

 

第
三
条　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に

 

　

よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
責
務
を
有
す

 

　

る
。 

 

２　

建
設
工
事
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
事

 

　

業
活
動
に
伴
い
発
生
す
る
土
砂
等
の
減
量
化
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
土

 

　

砂
等
の
製
品
化
そ
の
他
の
有
効
利
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３　

土
砂
等
を
運
搬
す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用

 

　

さ
れ
る
土
砂
等
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
汚
染
状

 

　

況
を
確
認
し
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
が
発
生
す
る
お

 

　

そ
れ
の
あ
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

 

　

な
い
。 

  
 　

（
土
地
所
有
者
の
責
務
） 

 

第
四
条　

土
地
の
所
有
者
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
者
に
対
し
て
土

 

　

地
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土

 

　

壌
の
汚
染
及
び
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ

 

　

ら
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
者
に
対
し
て
当
該
土
地

 

　

を
提
供
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
県
の
責
務
） 

 
 

 

第
五
条　

県
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発

 
 

 

　

生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る

 
 

 

　

施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
が
行
う
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ

 
 

 

　

る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
施
策
の
総
合
調
整

 
 

 

　

に
当
た
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

２　

県
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
を 

 
 

 

　

未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
状

 
 

 

　

況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
不
適
正
な
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
監
視
す
る

 
 

 

　

体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
市
町
村
へ
の
支
援
） 

 
 

 

第
六
条　

県
は
、
市
町
村
が
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
土
砂
等
の
埋
立

 
 

 

　

て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
施
策
を
十

 
 

 

　

分
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
技
術
的
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の

 
 

 

　

他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　
　
　

第
二
章　

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
安
全
基
準 

　

（
安
全
基
準
） 

 
 

第
七
条　

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
安
全
基
準
（
以
下

第
二
条　

条
例
第
七
条
の
安
全
基
準
は
、
別
表
第
一
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
項

・
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に

 

　

「
安
全
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
　

目
に
応
じ
、
当
該
基
準
値
の
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

　

つ
い
て
「
平
成
三
年
環
告
四
十
六
」  

　

一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
に

２　

前
項
の
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
別
表
第
一
の
項
目
の
　

に
準
ず
る
。 

 

　

準
じ
て
、
規
則
で
定
め
る
。 

　

欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
当
該
項
目
に
係
る
土
砂
等
の
汚
染
の
状
況
を
的

 
 

 

　

確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
お
い
て
試
料
を
採
取

 
 

 

　

し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
測
定
方
法
の
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
測

 
 

　
　
　

第
三
章　

不
適
正
な
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
禁
止
等 

　

定
値
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

　

（
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
に
よ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
禁
止

 
 

　
　

等
） 

 
 

第
八
条　

何
人
も
、
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
を
使
用
し
て
、
土
砂

 
 

　

等
の
埋
立
て
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

２　

知
事
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
が

・
措
置
命
令
違
反
は
罰
則
あ
り
、
条

 

　

使
用
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
埋

　

例
第
三
十
三
条 

 

　

立
て
等
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
、
直
ち
に
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を

・
許
可
事
業
者
に
は
取
消
し
処
分
あ

 

　

停
止
し
、
又
は
現
状
を
保
全
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と

　

り
、
条
例
第
二
十
四
条 

 

　

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３　

知
事
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
が

 

・
措
置
命
令
違
反
は
罰
則
あ
り
、
条 

 

　

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
土
砂
等
及

 

　

例
第
三
十
三
条 

 

　

び
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
た
場
所
の
土
壌
に

 

・
許
可
事
業
者
に
は
取
消
し
処
分
あ

 

　

係
る
情
報
を
住
民
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を

 

　

り
、
条
例
第
二
十
四
条 

 

　

行
い
、
又
は
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ

 
 

 

　

た
土
砂
等
（
当
該
土
砂
等
に
よ
り
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ 

 
 

 

　

た
土
砂
等
を
含
む
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
撤
去
し
、
又
は
当
該
土

 
 

 

　

砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

 
 

 

　

を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
崩
落
等
の
防
止
措
置
等
） 

 
 

 

第
九
条　

土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
者
は
、
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に

 
 

 

　

使
用
さ
れ
た
土
砂
等
が
崩
落
し
、
飛
散
し
、
又
は
流
出
し
な
い
よ
う
に
必

 
 

 

　

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

２　

知
事
は
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
が
崩
落
し
、
飛

 
 

 

　

散
し
、
若
し
く
は
流
出
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

 
 

 

　

き
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
い
、
又
は
行
っ
た

 
 

 

　

者
に
対
し
、
こ
れ
ら
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指

 
 

 

　

導
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　
　
　
　

第
四
章　

特
定
事
業
の
規
制 

 
 

 

　

（
特
定
事
業
の
許
可
） 

 
 

 

第
十
条　

特
定
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
特
定
事
業
に
供
す
る
区
域

 

・
無
許
可
で
特
定
事
業
を
行
っ
た
者

 

　

（
以
下
「
特
定
事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の

 

　

は
措
置
命
令
、
罰
則
あ
り
、
条
例 

 

　

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
が
次
の
各

 

　

第
二
十
三
条
、
第
三
十
三
条

 

　

号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

（
公
共
的
団
体
の
範
囲
） 

 

　

一　

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
公
共
的
団
体
が
行
う
事

第
三
条　

条
例
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
公
共
的
団
体
は
、
次
の
各
号

 

　
　

業
（
以
下
「
公
共
事
業
」
と
い
う
。） 

　

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 
 

　

一　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整

 
 

　
　

備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、

 
 

　
　

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速

 
 

　
　

道
路
株
式
会
社
、
日
本
下
水
道
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運

 
 

　
　

輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
、
独
立
行
政
法
人
空

 
 

　
　

港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
独
立
行
政

 

　
　

法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
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業
基
盤
整
備
機
構 

 
 

　

二　

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
基
づ

 
 

　
　

き
設
立
さ
れ
た
地
方
住
宅
供
給
公
社 

 
 

　

三　

地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
基
づ
き
設

 
 

　
　

立
さ
れ
た
地
方
道
路
公
社 

 
 

　

四　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十

 
 

　
　

六
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
土
地
開
発
公
社 

 
 

　

五　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項

 
 

　
　

の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
土
地
改
良
区 

 
 

　

六　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四
条
第

 
 

　
　

一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
土
地
区
画
整
理
組
合 

 
 

　

七　

地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

 
 

　
　

の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
土
壌
の
汚
染
又

 
 

　
　

は
災
害
の
防
止
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
と
同
等
以
上
の
審
査
能
力
が
あ

 
 

　
　

る
も
の
と
し
て
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者 

 
 

２　

前
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公

 
 

　

共
的
団
体
認
定
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

 
 

　

な
ら
な
い
。 

 

　

二　

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
、
砂
利
採
取
法

 
 

　
　

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
、
千
葉
県
土
採
取
条
例
（
昭
和

 
 

　
　

四
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
そ
の
他
の
法
令
及
び
条
例
（
以
下
「
法

 
 

　
　

令
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
許
認
可
等
（
許
可
、
認
可
、
免
許
そ
の

 
 

　
　

他
の
自
己
に
対
し
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
を
い
う
。
以
下
同

 
 

　
　

じ
。
）
が
な
さ
れ
た
採
取
場
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
販
売
す
る
た

 
 

　
　

め
に
一
時
的
に
土
砂
等
の
た
い
積
を
行
う
事
業 

 
 

 
 

 　

（
特
定
事
業
に
係
る
土
地
所
有
者
等
の
同
意
） 

　

（
土
地
所
有
者
等
の
同
意
） 

 

第
十
条
の
二　

前
条
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、あ
ら
か
じ
め
、
第
三
条
の
二　

条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
及
び
条
例

 

　

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
事
業
区
域
内
の
　

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

 

　

土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該
申
請
が
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
　

る
同
意
は
、
条
例
第
十
条
の
許
可
の
申
請
が
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規

 

　

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
　

定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
事
業
区
域
内
土
地
使
用
同
意

 

　

項
を
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
　

書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の

 

　

第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
　

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
事
業
（
一
時
た
い
積
特
定
事
業
）
区
域
内
土

 

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

地
使
用
同
意
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
三
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

２　

条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
及
び
条
例
第
二
十
一

 
 

　

者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
に
係
　

条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
 

　

る
特
定
事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
き
当
該
特
定
事
業
の
施
工
の
妨
げ
と
な
　

に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
施
工
の
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
特
定

 
 

　

る
権
利
を
有
す
る
者
（
同
項
に
規
定
す
る
土
地
の
所
有
者
を
除
く
。
）
の
　

事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
き
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質
権
又
は
賃
借
権
を
有

 
 

　

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

す
る
者
と
す
る
。 

 
 

 

３　

条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
は
、
特
定
事
業
区
域
内
施 

 
 

 

　

工
同
意
書
（
別
記
第
一
号
様
式
の
四
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 　

（
許
可
の
申
請
） 

　

（
許
可
の
申
請
） 

 
 

第
十
一
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
四
条　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
特
定
事
業
許
可
申

 
 

　

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
前
条
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
　

請
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。 

 
 

　

す
る
書
面
、
特
定
事
業
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他

２　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
は
、
次
の
各
号

・
他
の
法
令
等
の
許
認
可
が
必
要
な

 

　

の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
　

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

　

土
地
（
地
域
）
の
場
合
は
、
そ
の 

 

　

な
ら
な
い
。 

　

一　

申
請
者
が
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
　

許
認
可
の
通
知
書
（
決
定
書
）
若

 

　

一　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
　
　

は
、
住
民
票
の
写
し
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記
　

し
く
は
申
請
書
の
写
し
等
が
必
要 

 

　
　

の
氏
名 

　
　

事
項
証
明
書
） 

 
 

　

二　

特
定
事
業
区
域
の
位
置
及
び
面
積 

　

二　

申
請
者
が
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
該
当
し
な

・
土
地
所
有
者
以
外
の
者
が
特
定
事

 

　

三　

現
場
事
務
所
（
土
砂
等
の
搬
入
（
次
項
に
規
定
す
る
一
時
た
い
積
特
　
　

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
別
記
第
二
号
様
式
の
二
） 

　

業
を
行
う
場
合
は
、
土
地
所
有
者

 

　
　

定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
搬
入
及
び
搬
出
）
を
管
理
す
る
た
　

三　

申
請
者
が
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
へ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
（
以
　

の
同
意
書
が
必
要 

 

　
　

め
の
事
務
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
特
定
事
業
に
供
す
る
施
　
　

下
「
未
成
年
者
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理

 
 

　
　

設
の
設
置
計
画
及
び
位
置
並
び
に
当
該
現
場
事
務
所
に
置
く
現
場
責
任
　
　

人
（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
（
法

 
 

　
　

者
の
氏
名
及
び
職
名 

　
　

定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及

 
 

　

四　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
の
地
質
の
状
況 

　
　

び
役
員
（
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。

 
 

　

五　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
量 

　
　

以
下
同
じ
。
）
（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
の
住
民

 
 

　

六　

特
定
事
業
の
期
間 

　
　

票
の
写
し
）　

 
 

 

　

七　

特
定
事
業
が
完
了
し
た
場
合
の
特
定
事
業
区
域
の
構
造 

　

四　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
（
県
の
区
域
内

 
 

　

八　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入
計
画
に
関
す
る
事
項 

　
　

に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写
し 

 
 

　

九 
 

特
定
事
業
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
、
特
定
事
業
区
域
以
外
　

五　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 

　
　

の
地
域
へ
の
排
水
の
水
質
検
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

 

　

十　

特
定
事
業
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
、
特
定
事
業
区
域
以
外
　
　

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 

　
　

の
地
域
へ
の
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
　
　

（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写
し　

 
 

　
　

は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

　

六　

申
請
者
に
次
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 

　

十
一　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

　
　

者
（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し 

 
 

　

七　

特
定
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

 
 

　

八　

特
定
事
業
場
の
平
面
図
及
び
断
面
図
（
特
定
事
業
の
施
工
の
前
後
の
構 

 
 
 
 

造
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
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九　

特
定
事
業
区
域
の
平
面
図
及
び
断
面
図
（
特
定
事
業
の
施
工
の
前
後
の

 
 

 

　
　

構
造
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。） 

 
 

 

　

十　

特
定
事
業
場
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
公
図
の
写
し 

 
 

 

　

十
一　

特
定
事
業
区
域
の
土
地
の
公
図
の
写
し 

 
 

 

　

十
二　

特
定
事
業
区
域
に
係
る
表
土
の
地
質
検
査
の
試
料
と
し
た
土
砂
等
を 

 
 

 

　
　

採
取
し
た
地
点
の
位
置
図
及
び
現
場
写
真
並
び
に
第
七
項
第
二
号
の
規
定

 
 

 

　
　

に
よ
り
採
取
し
た
試
料
ご
と
の
検
査
試
料
採
取
調
書
（
別
記
第
三
号
様
式
） 

 
 

　
　

及
び
地
質
分
析
（
濃
度
）
結
果
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
。
計
量
法
（
平 

 
 

 

　
　

成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

 
 

 

　
　

さ
れ
た
計
量
士
の
う
ち
濃
度
に
係
る
計
量
士
（
以
下
「
環
境
計
量
士
」
と

 
 

 

　
　

い
う
。）
が
発
行
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

 
 
 

十
三　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
予
定
量
の
計
算
書 

 
 

 

　

十
四　

土
質
試
験
等
に
基
づ
き
埋
立
て
等
の
構
造
の
安
定
計
算
を
行
っ
た
場

 
 

 

　
　

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
安
定
計
算
を
記
載
し
た
書
面 

 
 

 

　

十
五　

擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
（
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制

 
 

 

　
　

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
崖
面

 
 

 

　
　

崩
壊
防
止
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

 
 

 

　
　

該
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
断
面
図
及
び
背
面
図 

 
 

 

　

十
六　

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
擁
壁
を
用
い

 
 

 
　
　

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
擁
壁
の
概
要
、
構
造
計
画
、
応
力
算
定
及
び

 
 

 
　
　

断
面
算
定
を
記
載
し
た
構
造
計
算
書 

 
 

 

　

十
七　

特
定
事
業
の
施
工
の
方
法
及
び
工
程
、
施
工
に
係
る
組
織
そ
の
他
知

・
事
業
施
工
中
に
災
害
発
生
を
防
ぐ

 
 

　
　

事
が
指
示
す
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
事
業
施
工
計
画
書 

　

た
め
に
、
工
事
方
法
、
工
程
が
判

 
 

　

十
八　

特
定
事
業
が
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
　

明
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と 

 
 

　
　

は
、
当
該
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

・
別
表
四
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て

 
 

　

十
九　

現
場
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

　

は
、
埋
立
て
事
業
以
外
に
、
開
発 

 
 

　

二
十　

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
区
域
内
土
地
使
用
同
意
書
及
び
　

許
認
可
の
許
可
書
の
写
し
若
し
く

 
 

　
　

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
区
域
内
施
工
同
意
書 

　

は
申
請
書
の
写
し
が
必
要 

 
 

　

二
十
一　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
及
び
図
面 

 
 

 

３　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

 
 

 

　

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

　

一　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

 
 

 

　
　

氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

 

　
　

名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
役
員
の
氏
名
） 

 
 

 

　

二　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名 

 
 

 

　

三　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
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五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に 

 
 

 
 

 
 
 
 

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 
 

 

　
　

の
氏
名 

 
 

 

　

四　

申
請
者
に
次
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
特 

　
　

者
の
氏
名 

 
 

　

定
事
業
が
他
の
場
所
へ
の
搬
出
を
目
的
と
し
て
土
砂
等
の
た
い
積
を
行
う 

４　

条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
特
定
事
業
（
一
時
た
い

 
 

　

特
定
事
業
（
以
下
「
一
時
た
い
積
特
定
事
業
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合 

　
　

積
特
定
事
業
）
許
可
申
請
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。 

・
他
の
法
令
等
の
許
認
可
が
必
要
な

 

　

に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ 

５　

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
は
、
次
の
各
号
　

土
地
（
地
域
）
の
場
合
は
、
そ
の 

 

　

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
前
条
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証 

　

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

　

許
認
可
の
通
知
書
（
決
定
書
）
若

 
 
 

す
る
書
面
、
特
定
事
業
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他 

　

一　

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

　

し
く
は
申
請
書
の
写
し
等
が
必
要 

 

　

の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば 

　

二　

第
二
項
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
に

 
 

　

な
ら
な
い
。 

　
　

掲
げ
る
書
類
及
び
図
面 

 

　

一　

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

　

三　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
と
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
が
遮
断
さ

 

　

二　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
の
地
質
の
状
況
（
当
該
表
土
と
特
定
事
業
に 

　
　

れ
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
造
図 

 

　
　

使
用
さ
れ
る
土
砂
等
が
遮
断
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

　

四　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
と
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
が
遮
断
さ

 

　
　

そ
の
構
造
） 

　
　

れ
る
構
造
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類

 

　

三　

年
間
の
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入
及
び
搬
出
の
予
定 

　
　

及
び
図
面 

 

　
　

量 

　

五　

特
定
事
業
場
の
平
面
図
及
び
断
面
図
（
土
砂
等
の
た
い
積
が
最
大
と
な

 

　

四　

特
定
事
業
に
供
す
る
施
設
及
び
土
砂
等
の
た
い
積
の
構
造 

　
　

っ
た
場
合
の
当
該
た
い
積
の
構
造
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

　

五　

特
定
事
業
に
供
す
る
施
設
及
び
特
定
事
業
区
域
（
以
下
「
特
定
事
業 

　

六　

特
定
事
業
区
域
の
平
面
図
及
び
断
面
図
（
土
砂
等
の
た
い
積
が
最
大
と

 

　
　

場
」
と
い
う
。
）
の
区
域
以
外
の
地
域
へ
の
排
水
の
水
質
検
査
を
行
う 
　
　

な
っ
た
場
合
の
当
該
た
い
積
の
構
造
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
） 

・
土
地
所
有
者
以
外
の
者
が
特
定
事

　
　

た
め
に
設
置
す
る
施
設
の
構
造 
　

七　

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
一
時
た
い
積
特
定
事
業
）
区
域
　

業
を
行
う
場
合
は
、
土
地
所
有
者

　

六　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
に
つ
い
て
、
当
該
土
砂
等
が
発
生 

　
　

内
土
地
使
用
同
意
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
区
域
内
施
　

の
同
意
書
が
必
要 

　
　

し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
場
所
（
以
下
「
発
生
場
所
」
と
い
う
。）
ご
と 

　
　

工
同
意
書 

 

　
　

に
当
該
土
砂
等
を
区
分
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

　

八　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
及
び
図
面 

 

　

七　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

６　

条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

 
 

　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

　

一　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

 
 

　
　

氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

　
　

名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
役
員
の
氏
名
） 

 
 

　

二　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名 

 
 

　

三　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 
 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

 
 

　
　

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 
 

　
　

の
氏
名 

 
 

　

四　

申
請
者
に
次
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

　
　

者
の
氏
名 
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五　

特
定
事
業
の
期
間 

 
 

７　

第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
五
項
第
四
号
の
特
定
事
業
区
域
の
表
土
の
地
質

 
 

　

検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

　

一　

地
質
検
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
区
域
の
面
積
に
応

 
 

　
　

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
数
以
上
の
区
域
に
等
分
し
て
行
う
こ

 
 

　
　

と
。 

 
 

 
  

 

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

二

 
 

 
 

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

三

 
 

 
 

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

四

 
 

 
 

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

五

 
 

 
 

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

六

 
 

 
 

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

七

 
 

 
 

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

八

 
 

 
 

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

九

 
 

 
 

八
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

十

 
 

 
 

九
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

 

十
一

 
 

 
 

十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

 

十
二

 
 

 
 

  

　

二　

地
質
検
査
の
た
め
の
試
料
と
す
る
土
砂
等
の
採
取
は
、
前
号
の
規
定
に

 
 

　
　

よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域
ご
と
に
土
砂
等
の
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
す

 
 

　
　

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。 

 
 

　

三　

地
質
検
査
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
試
料
に
つ
い
て
、
そ

 
 

　
　

れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に

 
 

　
　

よ
り
行
う
こ
と
。 

 

　

（
申
請
の
制
限
） 

 
 

第
十
一
条
の
二　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
定
事
業
の

 
 

　

期
間
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

 
 

　

当
該
許
可
の
申
請
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

 
 

　

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

 
 

　

は
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条

 
 

　

の
規
定
に
よ
り
命
令
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
な
措
置

 
 

　

を
完
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 

　

い
。 
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（
許
可
の
基
準
） 

 
 

第
十
二
条　

知
事
は
、
第
十
条
の
許
可
の
申
請
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

 
 

　

に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合

 
 

　

し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
第
十
条
の
許
可
を
し
て
は
な
ら

 
 

　

な
い
。 

 
 

　

一　

申
請
者
が
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

 
 

　
　

イ　

第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
五

 
 

　
　
　

条
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
受
け
、
必
要
な
措
置
を
完
了
し
て
い
な
い 

 
 

 
 
 
 
 
 

者　
　

 
 

 
 
 
 
 

ロ　

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の

 
 

 
 
 
 
 
 

取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
許
可
を
取
り
消
さ

 
 

 
 
 
 
 
 

れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に

 
 

 
 
 
 
 
 

係
る
千
葉
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
八
号
） 

 
 
 
 
 
 
 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該

 
 

 
 
 
 
 
 

法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準

 
 

 
 
 
 
 
 

ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る

 
 

 
 
 
 
 
 

者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取

 
 

 
 
 
 
 
 

締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も

 
 

 
 
 
 
 
 

の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
で
当

 
 

 
 
 
 
 
 

該
取
消
し
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。)

。
た
だ

 
 

　
　
　

し
、
申
請
者
が
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す 

 
 

 
 
 
 
 
 

る
こ
と
に
よ
り
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ

 
 

 
 
 
 
 
 

の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 
 
 
 

ハ　

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
事
業
の
停
止
を
命
ぜ
ら

 
 

　
　
　

れ
、
そ
の
停
止
の
期
間
が
経
過
し
な
い
者 

 
 

　
　

ニ　

特
定
事
業
の
施
工
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ

 
 

　
　
　

れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者 

 
 

 
 
 
 

ホ　

千
葉
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
四
号
）  

・
暴
力
団
員
等
の
欠
格
要
件
は
平
成

　
　
　

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

 

　

二
十
四
年
改
正
か
ら
導
入 

　
　
　

と
い
う
。
） 

 
 

　
　

ヘ　

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者

 
 

　
　
　

で
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

 
 

　
　
　

は
、
そ
の
役
員
を
含
む
。
）
が
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

 
 

　
　
　

す
る
も
の 

 

（
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
及
び
チ
の
規
則
で
定
め
る
使
用
人
） 

 

　

 
 

ト　

法
人
で
そ
の
役
員
又
は
規
則
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら 

第
四
条
の
二　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
及
び
チ
に
規
定
す
る
規
則
で

 
 
 
 
 
 
 

ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

　

定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
代
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チ　

個
人
で
規
則
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
　

表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 

　
　
　

れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の 

　

一　

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は

 

　

 
 

リ　

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者 

　
　

従
た
る
事
務
所
） 

 
 
 

二　

第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。 

 
 

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

 

　

三　

特
定
事
業
が
三
年
以
内
に
完
了
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　
　

施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
特
定
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有

 

　

四　

現
場
事
務
所
を
設
置
し
、
か
つ
、
当
該
現
場
事
務
所
に
現
場
責
任
者
　
　

す
る
者
を
置
く
も
の 

・
事
務
所
は
仮
設
物
で
可
能 

　
　

を
置
く
こ
と
。 

 
 

　

五　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
が
安
全
基
準
に
適
合
す
る
土
砂
等
で
あ
る
こ 

 

・
表
土
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い 

 
 

　

と
。 

　

（
構
造
上
の
基
準
） 

 
 

な
い
場
合
は
、
許
可
し
な
い 

　

六　

特
定
事
業
が
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ

第
五
条　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
構
造
上
の
基
準
は
、 

　
　

れ
た
土
砂
等
の
た
い
積
の
構
造
が
、
特
定
事
業
区
域
以
外
の
地
域
へ
の
　

別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

　
　

当
該
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ

 
 

　
　

が
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
構
造
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

 
 

　
　

で
あ
る
こ
と
。 

 
 

　

七　

第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
搬
入
計
画
に
お
け
る
特
定
事

 
 

　
　

業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
発
生
場
所
が
特
定
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

　

八　

第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
搬
入
計
画
に
お
い
て
、
許
可

 
 

　
　

を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
着
手
す
る
計
画 

 
 

　
　

と
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

　

九　

特
定
事
業
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
、
特
定
事
業
区
域
以
外

 
 

　
　

の
地
域
へ
の
排
水
の
水
質
検
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
が
図
ら
れ

 
 

　
　

て
い
る
こ
と
。 

 
 

　

十　

特
定
事
業
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
、
特
定
事
業
区
域
以
外

 
 

　
　

の
地
域
へ
の
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又 

 
 

　
　

は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
図
ら

 
 

　
　

れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

２　

知
事
は
、
第
十
条
の
許
可
の
申
請
が
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

 

・
一
時
た
い
積
特
定
事
業
の
規
定 

　

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
が
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及

 
 

　

び
第
四
号
並
び
に
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ

 

・
事
務
所
は
仮
設
物
で
可
能 

　

ば
、
第
十
条
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

　

一　

特
定
事
業
区
域
の
表
土
が
安
全
基
準
に
適
合
す
る
土
砂
等
で
あ
る
こ

 

・
表
土
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い

　
　

と
。
た
だ
し
、
当
該
表
土
と
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
が
遮
断

 

　

な
い
場
合
は
、
許
可
し
な
い 

　
　

さ
れ
、
土
壌
の
汚
染
が
防
止
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ

 
 

　
　

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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二　

特
定
事
業
場
の
構
造
が
、
当
該
特
定
事
業
場
の
区
域
以
外
の
地
域
へ

２　

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
構
造
上
の
基
準
は
、
別

・
一
時
た
い
積
特
定
事
業
の
構
造 

　
　

の
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
　

表
第
三
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る 

 

　
　

災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
構
造
上
の

 
 

　
　

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

三　

特
定
事
業
場
の
区
域
以
外
の
地
域
へ
の
排
水
の
水
質
検
査
を
行
う
た 

 
 

　
　

め
の
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

　

四　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
に
つ
い
て
、
当
該
土
砂
等
の
発
生

 
 

　
　

場
所
ご
と
に
当
該
土
砂
等
を
区
分
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
図
ら
れ

 
 

　
　

て
い
る
こ
と
。 

　

（
構
造
上
の
基
準
に
係
る
適
用
除
外
） 

 

３　

第
十
条
の
許
可
の
申
請
が
、
法
令
等
に
基
づ
く
許
認
可
等
を
要
す
る
行 

第
六
条　

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
四
に
掲

・
別
表
四
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て 

　

為
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
、
当
該
法
令
等
に
よ
り 

　

げ
る
行
為
と
す
る
。 

　

は
、
埋
立
て
事
業
以
外
に
、
開
発

　

土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め

 
 
 

許
認
可
の
許
可
書
の
写
し
若
し
く 

　

に
必
要
な
措
置
を
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ

 

　

は
申
請
書
の
写
し
が
必
要 

　

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
号
並
び
に
前
項
第
二
号

 
 

　

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
 

 
 

 
 　

（
変
更
の
許
可
等
） 

　

（
変
更
の
許
可
の
申
請
等
） 

 

第
十
三
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
又
は

第
七
条　

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各

・
無
許
可
で
の
変
更
は
取
消
し
処
分 

　

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
　

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

罰
則
あ
り
、
条
例
第
二
十
四
条
、

　

く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら 
　

一　

氏
名
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更 

　

条
例
第
三
十
三
条 

　

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。 
　

二　

法
定
代
理
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
法
人
の
代
表
者
の
氏

 

２　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
　
　

名
の
変
更 

 

　

二
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
っ
て
、
当
該
許
可
　

三　

条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者
の
変
更　

 
 

　

に
係
る
第
十
一
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
　
　

イ　

法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員 

 

　

し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

　
　

ロ　

役
員 

 

３　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
　
　

ハ　

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出

 

　

を
記
載
し
た
申
請
書
に
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
二
に
規
定
す
　
　
　

資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者 

 

　

る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図 

　
　

ニ　

第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人 

 

　

面
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

四　

現
場
事
務
所
の
位
置
の
変
更 

 

　

一　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
　

五　

現
場
責
任
者
の
氏
名
又
は
職
名
の
変
更 

 

　
　

の
氏
名 

　

六　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
量
の
変
更
（
当
該
土
砂
等
の
量
を

 

　

二　

変
更
の
内
容
及
び
そ
の
理
由 

　
　

減
少
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。） 

 

　

三　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

　

七　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入
計
画
の
変
更 

 

４　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
条
の
許
可
に
係
る
特
　

八　

特
定
事
業
区
域
以
外
の
地
域
へ
の
排
水
を
測
定
す
る
施
設
の
位
置
の
変

 

　

定
事
業
の
期
間
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定 

　
　

更 
 

　

事
業
の
期
間
が
満
了
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
申
請
す
る
こ
　

九　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
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と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
許
可
の
申
請
が
一
時
た
い
積
特
定
事 

　
　

害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
、
特
定
事
業
区
域
の

 

　

業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　
　

区
域
内
に
設
け
た
排
水
施
設
又
は
特
定
事
業
区
域
の
区
域
外
に
設
け
た
柵 

 

５　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
条
の
許
可
に
係
る
特
　
　

の
構
造
の
変
更
（
排
水
施
設
又
は
柵
の
機
能
を
高
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

　

定
事
業
区
域
の
面
積
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
特
定
事
業 

２　

条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
特
定
事
業
変
更
許
可
申

 

　

区
域
と
な
る
区
域
の
面
積
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
　

請
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
と
す
る
。 

 

　

の
面
積
の
十
分
の
二
を
超
え
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３　

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
は
、
特
定
事
業

 

６　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
　

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
一
時
た
い
積
特
定
事

 

　

第
三
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
受
け
た
　

業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ

 

　

者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
な
措
置
を
完
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、
　

る
も
の
と
す
る
。 

 

　

当
該
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

　

一　

住
民
票
の
写
し
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事

 

７　

第
一
項
の
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

　
　

項
証
明
書
） 

 

８　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
　

二　

申
請
者
が
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
該
当
し
な

 

　

更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、　
　

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
別
記
第
二
号
様
式
の
二
） 

 

　

第
十
条
の
二
第
一
項
（
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
　

三　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

 

　

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
通
知
し
な
　
　

住
民
票
の
写
し
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
　

登
記
事
項
証
明
書
及
び
役
員
の
住
民
票
の
写
し
） 

 
 

　

四　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写

 
 

　
　

し 
 

 

　

五　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 
 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

 
 

　
　

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 
 

　
　

の
住
民
票
の
写
し 

 
 

　

六　

申
請
者
に
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

 

　
　

そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し 

 
 

　

七　

第
四
条
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
（
第
二
十
号
を
除
く
。
）

 
 

　
　

に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の 

 
 

　

八　

第
四
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
第
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

 
 

　
　

る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の　

 
 

 

４　

条
例
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

 
 

　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

　

一　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の

 
 

　
　

氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

　
　

名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
役
員
の
氏
名
） 

 
 

　

二　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名 

 
 

　

三　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
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相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 
 

　
　

の
氏
名 

 
 

　

四　

申
請
者
に
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

 

　
　

そ
の
者
の
氏
名 

 
 

５　

条
例
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
は
特
定
事
業
軽
微

・
届
出
を
怠
っ
た
者
は
罰
則
あ
り
、

 

　

変
更
届
（
別
記
第
七
号
様
式
）
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
有
者
へ
　

条
例
第
三
十
五
条 

 

　

の
通
知
は
特
定
事
業
軽
微
変
更
通
知
書(

別
記
第
七
号
様
式
の
二)

を
提
出
し

・
軽
微
変
更
の
土
地
所
有
者
へ
通
知

 

　

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
係
　

は
平
成
十
五
年
改
正
で
導
入 

 

　

る
知
事
が
定
め
る
特
に
軽
微
な
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

 
 

　

い
。 

 

　

（
許
可
の
条
件
） 

 
 

第
十
四
条　

第
十
条
の
許
可
（
前
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項 

 

・
条
件
違
反
者
は
取
消
し
処
分
あ　

　

の
許
可
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
（
次
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

　

り
、
条
例
第
二
十
四
条 

　

に
は
、
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条

 
 

　

件
は
、
当
該
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
も
の

 
 

　

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 　

（
特
定
事
業
の
着
手
の
届
出
） 

　

（
特
定
事
業
の
着
手
の
届
出
） 

 

第
十
四
条
の
二　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
土
砂

第
七
条
の
二　

条
例
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
着
手
届

・
無
届
出
者
は
罰
則
あ
り
、
条
例
第

　

等
の
埋
立
て
等
に
着
手
し
た
と
き
は
、
着
手
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
　

（
別
記
第
七
号
様
式
の
三
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

三
十
五
条 

　

以
内
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 　

（
土
砂
等
の
搬
入
の
届
出
） 

　

（
土
砂
等
の
搬
入
の
届
出
） 

 

第
十
五
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

第
八
条　

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
土
砂
等
の
量
が
五
千
立
方

・
無
届
出
者
、
虚
偽
の
届
出
者
は
取

　

区
域
に
土
砂
等
を
搬
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
発
生
場
　

メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
、
土
砂
等
搬
入
届(

別
記
第
八
号
様
式
）
を
提
出
し
て 

　

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第 

　

所
ご
と
に
、
当
該
土
砂
等
が
当
該
発
生
場
所
か
ら
発
生
し
、
又
は
採
取
さ

 
 

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

　

れ
た
土
砂
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め

２　

条
例
第
十
五
条
の
当
該
発
生
場
所
か
ら
発
生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
土
砂

・
搬
入
届
は
発
生
場
所
ご
と
、
か
つ
、

　

る
も
の
及
び
当
該
土
砂
等
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
　

等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
　

五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
提
出 

　

た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
知
事
に
届
け
出 

　

当
該
土
砂
等
の
発
生
場
所
の
責
任
者
が
発
行
し
た
土
砂
等
発
生
元
証
明
書(

別

 

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場 

　

記
第
九
号
様
式
）
と
す
る
。 

 

　

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
砂
等
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証

３　

条
例
第
十
五
条
の
当
該
土
砂
等
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証

 

　

す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
添
付
は
、
こ
れ
を
省
　

す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
搬
入
し
よ
う
と
す
る

 

　

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

土
砂
等
に
係
る
検
査
試
料
採
取
調
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）及
び
地
質
分
析(

濃

 

　

一　

当
該
土
砂
等
が
、
公
共
事
業
に
よ
り
発
生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
土
　

度)

結
果
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。 

 

　
　

砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ 

４　

前
項
の
搬
入
し
よ
う
と
す
る
土
砂
等
に
係
る
地
質
分
析(

濃
度)

結
果
証
明 

 
 
 
 
 

い
て
事
前
に
知
事
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

 
 

書
を
作
成
す
る
た
め
に
行
う
当
該
土
砂
等
の
地
質
分
析
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
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二　

当
該
土
砂
等
が
、
採
石
法
、
砂
利
採
取
法
、
千
葉
県
土
採
取
条
例
そ
　

第
一
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け

 

　
　

の
他
の
法
令
等
に
基
づ
き
許
認
可
等
が
な
さ
れ
た
土
砂
等
の
採
取
場
か
　

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　
　

ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
採
取
場
か
ら
採

５　

条
例
第
十
五
条
第
二
号
の
当
該
採
取
場
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る

 

　
　

取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
　

こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
土
砂
等
売

 

　
　

で
定
め
る
も
の
が
添
付
さ
れ
た
と
き
。　

 

　

渡
・
譲
渡
証
明
書
（
別
記
第
九
号
様
式
の
二
）
と
す
る
。 

 

　

三　

当
該
土
砂
等
が
、
他
の
場
所
へ
の
搬
出
を
目
的
と
し
て
土
砂
等
の
た

 
 

　
　

い
積
（
次
条
に
お
い
て
「
一
時
の
た
い
積
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
所

 
 

　
　

（
当
該
場
所
に
お
い
て
土
砂
等
の
発
生
場
所
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い 

 
 

　
　

る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
発
生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る

 
 

　
　

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
発
生
場
所
か
ら
発
生
し
、
又
は
採
取
さ
れ
た
こ

 
 

　
　

と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定
め
る
も
の
及
び
安
全
基

 
 

　
　

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
書
面
で
規
則
で
定

 
 

　
　

め
る
も
の
が
添
付
さ
れ
た
と
き
。 

 
 

　

四　

そ
の
他
当
該
土
砂
等
に
つ
い
て
、
土
壌
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
な
い
と

 
 

　
　

知
事
が
認
め
た
場
合
。 
 

 
 

 
 　

（
土
砂
等
管
理
台
帳
の
作
成
等
） 

　

（
土
砂
等
管
理
台
帳
） 

 

第
十
六
条　

第
十
条
の
許
可
（
当
該
許
可
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
に
係
る

第
八
条
の
二　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
は
、
土

・
無
届
出
者
、
虚
偽
の
届
出
者
は
取

　

も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
　

砂
等
管
理
台
帳
（
別
記
第
九
号
様
式
の
三
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

　

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第

　

事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
、
発
生
場
所
ご
と
に
、
次
の
各
号

２　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

　

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
一
年
ご
と
に
　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

　

閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

一　

特
定
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

　

一　

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
土
砂
等
の
発
生
場
　

二　

特
定
事
業
の
許
可
の
番
号 

 

　
　

所
か
ら
の
運
搬
手
段 

　

三　

特
定
事
業
場
の
位
置
及
び
特
定
事
業
区
域
の
面
積 

 

　

二　

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
土
砂
等
が
そ
の
過

 
 

四　

特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

 

　
　

程
に
お
い
て
一
時
的
た
い
積
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
　

五　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
量 

 

　
　

一
時
的
た
い
積
が
行
わ
れ
た
場
所
（
当
該
場
所
に
お
い
て
土
砂
等
の
発

 
 

六　

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名 

 

　
　

生
場
所
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。） 

　

七　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
発
生
場
所
並
び
に
当
該
発
生
場
所

 
 
 

三　

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
に
搬
入
さ
れ
た
土
砂
等
の
一
日
当 

　
　

の
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

 

　
　

た
り
の
量 

　

八　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
発
生
又
は
採
取
に
係
る
工
事
の
内

 

　

四　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

　
　

容
及
び
当
該
工
事
の
責
任
者
の
氏
名 

 
 

　

九　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
発
生
場
所
の
事
業
者
と
の
間
の
契

 
 

　
　

約
に
お
け
る
土
砂
等
の
搬
入
量
及
び
搬
入
期
間
並
び
に
当
該
土
砂
等
の
運

 
 

　
　

搬
を
委
託
し
た
場
合
の
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称 
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２　

第
十
条
の
許
可
（
当
該
許
可
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
に
係
る
も
の
で

３　

条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
は
、
土
砂
等
管
理

 

　

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
に
　

台
帳
（
一
時
た
い
積
特
定
事
業
用
）（
別
記
第
九
号
様
式
の
四
）
に
よ
る
も
の 

 

　

使
用
さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
、
発
生
場
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

 
 

と
す
る
。 

 

　

る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
一
年
ご
と
に
閉
鎖
し 

４　

条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

一　

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

　

一　

第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
事
項 

 
 
 

二　

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
土
砂
等
の
一
日
　

二　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入
量
及
び
搬
出
量 

 

　
　

当
た
り
の
量
及
び
搬
出
先
ご
と
の
内
訳 

５　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
は
、

 

　

三　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

　

毎
月
の
末
日
ま
で
に
、
当
該
月
中
に
お
け
る
同
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第

 
 

　

二
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な

 
 

　

ら
な
い
。 

 
 

６　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
は
、

 
 

　

毎
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
  

　

（
土
砂
等
の
量
等
の
報
告
） 

 

３　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定

第
九
条　

条
例
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
特
定
事
業
を
開
始

・
無
報
告
者
、
虚
偽
の
報
告
者
は
取

　

期
的
に
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
の
写
し
を 

　

し
た
日
か
ら
四
月
ご
と
に
当
該
四
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
（
特
　

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第

　

添
付
し
て
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
量
等
　

定
事
業
の
中
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
中
止
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

　

を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

が
二
月
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
当
該
中
止
を 

 
 

 
 

し
よ
う
と
す
る
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
一
週
間
以
内
、
特
定
業
を
廃
止
し
、 

 
 

 
 

完
了
し
、
又
は
終
了
し
た
と
き
は
条
例
第
二
十
条
第
三
項
、
条
例
第
二
十
一

 
 

　

条
第
三
項
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
時
）

 
 

　

に
、
特
定
事
業
状
況
報
告
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け

 
 

　

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

２　

特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

 
 

　

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特

 
 

　

定
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
月
ご
と
に
当
該
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一

 
 

　

週
間
以
内
（
特
定
事
業
の
中
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
当
該
中
止
を
し
よ

 
 

　

う
と
す
る
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
一
週
間
以
内
、
特
定
事
業
を
廃
止
し
、
完

 
 

　

了
し
、
又
は
終
了
し
た
と
き
は
条
例
第
二
十
条
第
三
項
、
条
例
第
二
十
一
条

 
 

　

第
三
項
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
時
）
に
、 

 

　

特
定
事
業
（
一
時
た
い
積
特
定
事
業
）
状
況
報
告
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
） 

 
 

　

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 
 

 
 

 

　

（
地
質
検
査
等
の
報
告
） 

 
 

（
地
質
検
査
） 

 

第
十
七
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
十
条　

 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
質
検
査
は
、
特
定
事
業
を

・
無
報
告
者
、
虚
偽
の
報
告
者
は
取

- 87 -



 
 

り
、
定
期
的
に
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
の
土
壌
に
つ
い
て
の
　

開
始
し
た
日
か
ら
四
月
ご
と
（
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

 
 

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第

　

地
質
検
査
及
び
当
該
特
定
事
業
区
域
（
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
が
一
　

の
届
出
、
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届
出
又
は
条
例
　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

　

時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
時
た
い
積
特
定
　

第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ

 

　

事
業
の
特
定
事
業
場
の
区
域
）
以
外
の
地
域
へ
の
排
水
の
水
質
検
査
を
行
　

っ
て
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
日
）
に
、
知
事
の
指
定
す
る
職
員
の
立
会
の

 

　

い
、
そ
の
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

上
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
の
　

一　

地
質
検
査
は
、
特
定
事
業
区
域
を
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
に

 

　

土
壌
中
に
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
　
　

等
分
し
て
行
う
こ
と
。 

 

　

き
は
、
直
ち
に
、
知
事
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

二　

地
質
検
査
の
た
め
の
試
料
と
す
る
土
砂
等
の
採
取
は
、
前
号
の
規
定
に

 
 

　
　

よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域
の
中
央
地
点
及
び
当
該
中
央
地
点
を
交
点
に
直
角

 
 

　
　

に
交
わ
る
二
直
線
上
の
当
該
中
央
地
点
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
メ
ー
ト

 
 

　
　

ル
ま
で
の
四
地
点
（
当
該
地
点
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
中
央
地
点
を

 
 

　
　

交
点
に
直
角
に
交
わ
る
二
直
線
上
の
当
該
中
央
地
点
と
当
該
区
域
の
境
界

 
 

　
　

と
の
中
間
の
四
地
点
）
の
土
壌
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。　

 
 

　

三　

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
す
る
土
砂
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
採
取
地
点
に

 

　
　

お
い
て
等
量
と
し
、
採
取
後
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
区
域

 

　
　

ご
と
に
混
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
ご
と
に
一
試
料
と
す
る
こ
と
。
た
だ

 

　
　

し
、
知
事
が
承
認
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

　
　

り
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
複
数
の
区
域
か
ら
採
取
さ
れ
た 

 

　
　

土
砂
等
を
混
合
し
、
一
試
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

四　

地
質
検
査
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
試
料
に
つ
い
て
、
そ

 
　
　

れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
、
同
表
に
掲
げ
る
測
定
方
法
に

 
　
　

よ
り
行
う
こ
と
。 

 
２　

特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

・
一
通
の
搬
入
届
ご
と
に
分
類
し　

 

　

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
質
検
査
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
　

て
、
た
い
積
し
て
い
る
場
合
は
、

　

特
定
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
月
ご
と
（
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
　

搬
入
届
の
地
質
分
析
結
果
証
明
書

　

に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届
　

が
あ
る
の
で
、
省
略
可
能 

　

出
（
表
土
と
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
が
遮
断
さ
れ
る
構
造
で
あ
る

 

　

場
合
の
当
該
特
定
事
業
に
係
る
完
了
の
届
出
を
除
く
。
）
又
は
条
例
第
二
十
一

 

　

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

 

　

知
事
の
指
定
す
る
職
員
の
立
会
い
の
上
、
知
事
が
指
定
す
る
期
日
）
に
、
前

 

　

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
の

 

　

土
砂
等
搬
入
届
に
係
る
土
砂
等
ご
と
に
当
該
土
砂
等
が
区
分
さ
れ
た
状
態
で

 

　

た
い
積
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
質
検
査
は
省
略
す
る
こ
と
が
で

 

　

き
る
。 
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（
水
質
検
査
） 

 
 

 

第
十
一
条　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
は
、
特
定
事
業

 
 

 

　

を
開
始
し
た
日
か
ら
四
月
ご
と
（
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中

 
 

 

　

止
の
届
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
条
例
第
二
十
一
条

 
 

 

　

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届
出
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の

 
 

 

　

規
定
に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
指
定
す
る

 
 

 

　

期
日
）
に
、
知
事
の
指
定
す
る
職
員
の
立
会
の
上
、
試
料
を
採
取
し
、
環
境

 
 

 

　

大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
（
昭
和
四
十
九
年
環
境
庁
告
示

 
 

 

　

第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

２　

特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

 
 

 

　

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

 
 

　

特
定
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
月
ご
と
（
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定

 
 

 

　

に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届

 
 

 

　

出
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ

 
 

 

　

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
の
指
定
す
る
職
員
の
立
会
い
の
上
、
知
事
が
指

 
 

 

　

定
す
る
期
日
）
に
試
料
を
採
取
し
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に
係
る

 
 

 

　

検
定
方
法
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
  

（
地
質
検
査
等
の
報
告
） 

 
 

 

第
十
二
条　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
特
定
事
業
を
開

・
無
報
告
者
、
虚
偽
の
報
告
者
は
取

 
 

　

始
し
た
日
か
ら
四
月
ご
と
に
当
該
四
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
（
条
　

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第

 
 

　

例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
条
例
第
二
十
一
条
第
三
　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

 
 

　

項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届
出
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定

 
 

 

　

に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
指
定
す
る

 
 

 

　

日
ま
で
）
に
、
特
定
事
業
地
質
等
検
査
報
告
書
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
に

 
 

 

　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 
 

　

一　

検
査
に
使
用
し
た
土
砂
等
及
び
排
水
を
採
取
し
た
地
点
の
位
置
図
及
び

 
 

 

　
　

現
場
写
真 

 
 

 

　

二　

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
採
取
し
た
試
料
ご
と
の
検
査
試
料
採
取
調
書
（
別

 
 

 

　
　

記
第
三
号
様
式
）
及
び
地
質
分
析
（
濃
度
）
結
果
証
明
書
（
別
記
第
四
号

 
 

 

　
　

様
式
） 

 
 

　

三　

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
採
取
し
た
試
料
の
検
査
試
料
採
取
調
書
（
別

 
 

　
　

記
第
三
号
様
式
）
及
び
排
水
汚
染
状
況
測
定
（
濃
度
）
結
果
証
明
書
（
別

 
 

　
　

記
第
十
三
号
様
式
。
環
境
計
量
士
の
発
行
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

２　

特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

・
無
報
告
者
、
虚
偽
の
報
告
者
は
取

　

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特

　

消
し
処
分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第
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定
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
月
ご
と
に
当
該
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
　

二
十
四
条
、
条
例
第
三
十
四
条 

 
 

　

週
間
以
内
（
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
条
例
第

 
 

 

　

二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
の
届
出
又
は
条
例
第
二
十
一
条
の
二

 
 

 

　

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
終
了
の
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が

 
 

 

　

指
定
す
る
日
ま
で
）
に
、
特
定
事
業
地
質
等
検
査
報
告
書
に
前
項
各
号
に
掲

 
 

 

　

げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

（
関
係
書
類
等
の
縦
覧
） 

　

 
 

 

第
十
八
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
現
場
事
務

 

・
縦
覧
さ
せ
な
か
っ
た
者
等
に
は
取

 

　

所
に
お
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
、
当

 

　

消
し
処
分
あ
り
、
条
例
第
二
十
四

 

　

該
特
定
事
業
に
関
し
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類
及

 

　

条 
 

　

び
図
面
の
写
し
並
び
に
第
十
六
条
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理
台
帳
を
近
隣

 
 

 
 
 

の
住
民
そ
の
他
当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
縦
覧 

 
 

 

　

に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
標
識
の
掲
示
等
） 

（
標
識
） 

 
 

第
十
九
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

第
十
三
条　

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
、
土
砂
等
の

・
違
反
者
に
は
取
消
し
処
分
あ
り
、 

 

　

場
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
が
施
工
さ
　

埋
立
て
等
に
関
す
る
標
識
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
と
す
る
。 

　

条
例
第
二
十
四
条 

 

　

れ
て
い
る
間
、
氏
名
又
は
名
称
、
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名
そ
の
他

２　

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
の
記
載
事
項
は
、
次
の
各
号
に

 
 

　

規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
　

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 
 

２　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
と
　

一　

特
定
事
業
の
許
可
年
月
日
及
び
そ
の
番
号 

 
 

　

当
該
特
定
事
業
区
域
以
外
の
地
域
と
の
境
界
に
そ
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
　

二　

特
定
事
業
の
目
的 

 
 

　

る
表
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

 

　

三　

特
定
事
業
場
の
所
在
地 

 
 

 

　

四　

特
定
事
業
を
行
う
者
の
住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
連

 
 

 

　
　

絡
先
の
電
話
番
号 

 
 

 

　

五　

特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

 
 

 

　

六　

特
定
事
業
場
及
び
特
定
事
業
区
域
の
面
積 

 
 

 

　

七　

埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入
予
定
量
（
一
時
た
い
積
特
定

 
 

 

　
　

事
業
に
あ
っ
て
は
、
土
砂
等
の
年
間
の
搬
入
及
び
搬
出
の
予
定
量
） 

 
 

 

　

八　

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名 

 
 

 

　

九　

特
定
事
業
場
及
び
特
定
事
業
区
域
の
見
取
図 

 
 

 
 

 
 　

（
特
定
事
業
の
廃
止
等
） 

　

（
特
定
事
業
の
廃
止
等
に
係
る
届
出
） 

 
 

第
二
十
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

第
十
四
条　

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
廃
止

・
規
模
縮
小
等
に
よ
り
事
業
面
積
の

 

　

の
廃
止
を
し
、
又
は
中
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当 

　

（
中
止
）
事
前
届
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
　

減
少
す
る
廃
止
は
、
変
更
許
可
は 

　

該
特
定
事
業
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
　

ら
な
い
。　

 
 

不
要
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砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に

２　

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

 
 

　

必
要
な
措
置
に
係
る
工
程
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
　

も
の
と
す
る
。 

 
 

　

る
と
と
も
に
、
当
該
工
程
に
基
づ
い
て
当
該
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
　

一　

特
定
事
業
の
許
可
年
月
日
及
び
そ
の
番
号 

 
 

　

特
定
事
業
の
廃
止
を
し
、
又
は
中
止
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、　

二　

特
定
事
業
場
の
位
置 

 
 

　

当
該
特
定
事
業
の
中
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
中
止
を
　

三　

特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

 
 

　

し
よ
う
と
す
る
期
間
が
二
月
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
届
け
出
る
こ
と
を
要
　

四　

特
定
事
業
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
又
は
中
止
を
し
よ
う
と
す

 
 

　

し
な
い
。 

　
　

る
期
間 

 
 

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
　

五　

特
定
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
中
止
し
た
場
合
の
特
定
事
業
区
域
の
構
造 

 
 

　

当
該
届
出
の
内
容
が
当
該
特
定
事
業
の
廃
止
又
は
中
止
に
支
障
が
な
い
か
　

六　

特
定
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
中
止
し
た
場
合
の
特
定
事
業
区
域
以
外
の

 
 

　

ど
う
か
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
調
査
を
行
う
も
　
　

地
域
へ
の
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流

 
 

　

の
と
す
る
。 

　
　

出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

 
 

 

　

七　

廃
止
し
、
又
は
中
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事

・
届
出
を
怠
っ
た
者
に
は
罰
則
あ　

 
 

　
　

業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
た
い
積
特
定
事
業
の
特
定
事
業
区
域
　

り
、
条
例
第
三
十
五
条 

 
 

　
　

の
う
ち
土
砂
等
が
た
い
積
さ
れ
て
い
る
面
積 

 
 

３　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の
廃
止

３　

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
廃
止
届
（
別

 

　

を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
　

記
第
十
五
号
様
式
の
二
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

な
い
。 

 
 

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
十
条
の
許
可
は
、
そ

 
 

　

の
効
力
を
失
う
。 

 
 

５　

知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、 

 

　

当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

 
 

　

か
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ

 
 

　

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

６　

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害

 
 

　

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
旨
の
通

 
 

　

知
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
特
定
事
業
に
使

 
 

　

用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止

 
 

　

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 　

（
特
定
事
業
の
完
了
等
） 

　

（
特
定
事
業
の
完
了
に
係
る
届
出
） 

 

第
二
十
一
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事

第
十
五
条　

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
完

 

　

業
が
完
了
す
る
二
月
前
の
日
ま
で
に
、
当
該
特
定
事
業
が
完
了
す
る
ま
で
　

了
事
前
届
（
別
記
第
十
五
号
様
式
の
三
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

 

　

の
工
程
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
　

な
い
。 

 

　

い
。 

２　

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

 

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
　

る
も
の
と
す
る
。 

 

　

当
該
届
出
の
内
容
が
当
該
特
定
事
業
の
完
了
に
支
障
が
な
い
か
ど
う
か
の
　

一　

特
定
事
業
の
許
可
年
月
日
及
び
そ
の
番
号
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確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 　

二　

特
定
事
業
場
の
位
置 

 
 

３　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
を
完
了 

　

三　

特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

・
届
出
を
怠
っ
た
者
に
は
罰
則
あ　

 

　

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
　

四　

特
定
事
業
の
完
了
の
予
定
年
月
日 

　

り
、
条
例
第
三
十
五
条 

 

　

い
。 

　

五　

特
定
事
業
を
完
了
し
た
場
合
の
特
定
事
業
区
域
の
構
造 

 
 

４　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

３　

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
完
了
届
（
別

・
工
事
の
最
終
段
階
で
、
表
面
を
舗

 

　

当
該
届
出
に
係
る
特
定
事
業
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
が
な
い
か
ど
う
か
及
び
　

記
第
十
六
号
様
式
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

装
、
元
々
あ
っ
た
表
土
で
被
覆
等 

 

　

当
該
届
出
に
係
る
特
定
事
業
区
域
が
第
十
条
の
許
可
の
内
容
に
適
合
し
て
　

 

　

の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
そ
の

 

　

い
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
　

 

　

前
に
完
了
届
を
出
し
、
確
認
を
受

 

　

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

け
る
こ
と 

 

５　

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害

 
 

 

　

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
旨
の
通

 
 

 

　

知
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
特
定
事
業
に
使

 
 

 

　

用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止 

 
 

 
 
 

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
特
定
事
業
の
終
了
等
） 

　

（
特
定
事
業
の
終
了
に
係
る
届
出
） 

 
 

第
二
十
一
条
の
二　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特

第
十
五
条
の
二　

条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特

 
 

　

定
事
業
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
当
該
特
定
事
業
が
完
了
す
る
見
込
　

定
事
業
終
了
事
前
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け

 
 

　

み
が
な
い
と
き
は
、
同
日
の
二
月
前
の
日
ま
で
に
、
当
該
特
定
事
業
に
よ
　

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

　

る
土
壌
の
汚
染
及
び
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛

２　

条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

 
 

　

散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

　

る
工
程
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
　

一　

特
定
事
業
の
許
可
年
月
日
及
び
そ
の
番
号 

 
 

　

該
工
程
に
基
づ
い
て
当
該
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
特
定
事
業
の
期
間
　

二　

特
定
事
業
場
の
位
置 

 
 

　

が
満
了
す
る
日
ま
で
に
当
該
特
定
事
業
を
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

三　

特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

 
 

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
　

四　

特
定
事
業
を
終
了
し
た
場
合
の
特
定
事
業
区
域
の
構
造 

 
 

　

当
該
届
出
の
内
容
が
当
該
特
定
事
業
の
終
了
に
支
障
が
な
い
か
ど
う
か
の

 
 

 

　

確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
現
地
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

３　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
に

３　

条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
事
業
終
了

・
届
出
を
怠
っ
た
者
に
は
罰
則
あ　

 

　

係
る
特
定
事
業
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
　

届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
の
三
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　

り
、
条
例
第
三
十
五
条 

 

　

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

 
 

 

４　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

 
 

　

当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

 
 

　

か
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ 

 
 

　

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

５　

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害

 
 

　

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
旨
の
通
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知
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
特
定
事
業
に
使

 
 

 

　

用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止

 
 

 

　

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
譲
受
け
） 

　

（
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
） 

 
 

第
二
十
一
条
の
三　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
許
可
に
係
る
特

第
十
五
条
の
三　

条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
特

・
無
許
可
で
の
譲
受
け
は
取
消
し
処

 

　

定
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
　

定
事
業
譲
受
け
許
可
申
請
書
（
別
記
第
十
六
号
様
式
の
四
）
と
す
る
。 

　

分
、
罰
則
あ
り
、
条
例
第
二
十
四

 

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
の
二
の
規
定
を
準

 

　

条
、
条
例
第
三
十
三
条 

 

　

用
す
る
。 

 
 

 

２　

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

２　

条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

 
 

　

記
載
し
た
申
請
書
に
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る 

　

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

　

同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し

 
 

一　

申
請
者
が
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

 
 

　

て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
　

は
、
住
民
票
の
写
し
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記

 
 

　

一　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者 

　
　

事
項
証
明
書
） 

 
 

 
 
 
 

の
氏
名 
 
 

二　

申
請
者
が
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第

 
 
 

二　

譲
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
　
　

十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

 

　
　

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

　
　

誓
約
す
る
書
面
（
別
記
第
二
号
様
式
の
二
）　

 
 

　

三　

申
請
者
が
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
　

三　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
（
県

 

　
　

る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
　
　

の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写
し
（
法
定
代

 

　
　

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
　
　

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
役

 

　
　

名
） 
　
　

員
（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
の
住
民
票
の
写
し
） 

 

　

四　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

　

四　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
（
県
の
区
域
内

 

　
　

に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写
し　

 
 

　

五　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

 

　
　

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 

　
　

（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写
し 

 

　

六　

申
請
者
に
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

 

　
　

そ
の
者
（
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。）
の
住
民
票
の
写

 

　
　

し 
 

　

七　

特
定
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

 

　

八　

現
場
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 

　

九　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

３　

条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

 

　

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

　

一　

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
の
許
可
年
月
日
及
び
そ
の
番
号
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二　

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
の
許
可
の
期
間 

 
 

 

　

三　

特
定
事
業
場
の
位
置 

 
 

 

　

四　

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

 
 

 

　
　

と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名 

 
 

 

　

五　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名 

 
 

 

　

六　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

 
 

 

　
　

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

 
 

 

　
　

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

 
 

 

　
　

の
氏
名 

 
 

 
 
 

七　

申
請
者
に
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

 
 

　
　

そ
の
者
の
氏
名 

 
 

 

　

八　

現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名 

 
 

 

　

九　

譲
受
け
の
理
由 

 
 

３　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は

 
 

 

　

第
三
項
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
受
け
た 
 

 
 

　

者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
な
措
置
を
完
了
し
て
い
な
い
と
き
は
、

 
 

 

　

当
該
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

　
　
　
　
　

 
 

４　

第
一
項
の
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
規
定
（
第
一
項
第

 
 

 

　

一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

５　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
特
定
事
業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定

 
 

 

　

事
業
に
係
る
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地

 
 

 

　

位
を
継
承
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
相
続
等
） 

 
 

 

第
二
十
二
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分

 
 

 

　

割
（
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

　

が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、 

 
 

　

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ

 
 

 

　

の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人

 
 

 

　

又
は
分
割
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人

 
 

 

　

は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
の
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す

 
 

 

　

る
。 

　

（
相
続
等
の
届
出
） 

 
 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た

第
十
六
条　

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
は
特
定

・
届
出
を
怠
っ
た
者
に
は
罰
則
あ　

 

　

者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
　

事
業
相
続
等
届
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
　

り
、
条
例
第
三
十
五
条 

 

　

知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
第
十
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条
第
一
項
　

所
有
者
へ
の
通
知
は
特
定
事
業
相
続
等
通
知
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
の
二
）  

 

　

及
び
前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
同
意
を
し
た

 
 

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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土
地
の
所
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
措
置
命
令
） 

 
 

 

第
二
十
三
条　

知
事
は
、
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散

 

・
命
令
違
反
者
に
は
取
消
し
処
分
、

 

　

又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

 

　

罰
則
あ
り
、
条
例
第
二
十
四
条
、 

 

　

認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
事
業
を
行
う
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
（
第

 

　

条
例
第
三
十
三
条 

 

　

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を

 
 

 

　

同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
変
更
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
特

 
 

 

　

定
事
業
を
停
止
し
、
又
は
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、 

 
 

　

飛
散
若
し
く
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

 
 

 

　

置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

２　

知
事
は
、
第
十
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
事

 

・
命
令
違
反
者
に
は
取
消
し
処
分
、

 

　

業
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
全
部 

 

　

罰
則
あ
り
、
条
例
第
二
十
四
条
、

 

　

若
し
く
は
一
部
を
撤
去
し
、
又
は
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
若
し
く
は
流
出 

 

　

条
例
第
三
十
三
条 

 

　

に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と

 
 

 

　

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

 
 

 

第
二
十
四
条　

知
事
は
、
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

 

・
命
令
違
反
者
に
は
罰
則
あ
り
、
条

 

　

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の

 

　

例
第
三
十
三
条 

 

　

期
間
を
定
め
て
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

 
 

 

　

き
る
。 

 
 

 

　

一　

第
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と　

 

・
汚
染
土
砂
使
用
に
対
す
る
停
止
、 

 

　
　

き
。 

 
 
 

保
全
、
撤
去
命
令
違
反 

 

　

二　

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条

 

・
変
更
許
可
違
反 

 

　
　

の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
。 

 

・
許
可
条
件
違
反 

 

　

三　

第
十
条
の
許
可
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
引
き
続
き
一
年
以
上

 

・
土
砂
等
搬
入
届
、
土
砂
等
管
理
台

 

　
　

行
っ
て
い
な
い
と
き
。 

 

　

帳
作
成
、
地
質
等
の
検
査
報
告
、

 

　

四　

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
若
し
く
は
リ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

 

　

縦
覧
、
標
識
掲
示
等
の
違
反 

 

　
　

き
又
は
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
当
時
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
若

 
 

　
　

し
く
は
リ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
 

 
 

五　

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
（
同
号
ホ
に
係
る
も
の
に

 
 

　
　

限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
又
は
第
十
条
の
許

 
 

　
　

可
を
受
け
た
当
時
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
（
同
号
ホ

 
 

　
　

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

 
 

　
　

し
た
と
き
。
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六　

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 

 

　
　

事
項
を
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
変
更
し
た
と
き
。 

 
 

 
 
 

七　

第
十
四
条
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 
 

 

　

八　

第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 
 

 

　

九　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の

 
 

 

　
　

地
位
を
承
継
し
た
者
が
当
該
地
位
を
承
継
し
た
際
、
第
十
二
条
第
一
項

 
 

 

　
　

第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

 
 

 

　

十　

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

 
 

 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
の
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
者
（
当
該
取

 
 

 

　

消
し
に
係
る
特
定
事
業
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ 

 
 

 
 
 

る
命
令
を
受
け
た
者
を
除
く
。）
は
、
当
該
取
消
し
に
係
る
特
定
事
業
に 

 
 

 

　

使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防

 
 

 

　

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
廃
止
、
完
了
、
終
了
又
は
取
消
し
に
伴
う
義
務
違
反
に
対
す
る
措
置　

 
 

 

　
　

命
令
） 

 
 

 

第
二
十
五
条　

知
事
は
、
第
二
十
条
第
六
項
、
第
二
十
一
条
第
五
項
、
第
二

 

・
廃
止
、
完
了
、
終
了
、
取
消
し
後

 

　

十
一
条
の
二
第
五
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、

 

　

に
も
措
置
命
令
が
か
か
る 

 

　

そ
の
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る

 

・
命
令
違
反
者
は
罰
則
あ
り
、
条
例

 

　

災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

 

　

第
三
十
三
条 

 

　

る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　

 
 

 
 

　

 
 

 
 

 

　

（
関
係
書
類
等
の
保
存
） 

　

（
関
係
書
類
等
の
保
存
） 

 
 

第
二
十
六
条　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て

第
十
六
条
の
二　

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
・
違
反
者
は
罰
則
あ
り
、
条
例
第　

 

　

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
　

条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
　

三
十
五
条 

 

　

規
定
に
よ
る
完
了
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
　

た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
子
的
方
式
、
電
磁
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

 
 

　

よ
る
終
了
の
届
出
を
し
た
日
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
　

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算

 
 

　

十
条
の
許
可
の
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
間
、
当
該
特
定
事
　

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調

 
 

　

業
に
関
し
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類
及
び
図
面
の
　

整
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

　

写
し
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
写
し
並
び
に
条

 
 

２　

前
項
の
書
類
及
び
図
面
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
　

例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
土
砂
管
理
台
帳
に
つ
い
て
、
書
面
の
保
存
に
代
え

 
 

　

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
　

て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲

 

　

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
　

げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
　

一　

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用

 

　

て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
存
を
　
　

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電

 

　

も
っ
て
、
当
該
書
類
及
び
図
面
の
写
し
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　

磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
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こ
の
場
合
に
お
け
る
前
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
　
　

フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

 
 

　

い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
書
類
及
び
図
面
の
写
し
と
み
な
す
。 　

二　

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読

 
 

 

　
　

取
装
置
を
含
む
。）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
条
例
第
十

 
 

 

　
　

条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

 
 

 

　
　

イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存

 
 

 

　
　

す
る
方
法 

 
 

 

３　

条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的

 
 

 

　

記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事

 
 

 

　

項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
整
然
と
し
た
形
式
及
び
明
瞭
な
状
態

 
 

 

　

で
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き

 
 

 

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３　

第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
土
砂
等
管
理

 
 

 

　

台
帳
を
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閉
鎖
後
三
年
間
保
存
し

 
 

 

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

４　

前
項
の
土
砂
等
管
理
台
帳
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

 
 

 

　

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
、
当
該
土
砂
等
管
理
台
帳
の
保

 
 

 

　

存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
項
及
び
第
三
十
四

 
 

 

　

条
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
土

 
 

 

　

砂
等
管
理
台
帳
と
み
な
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　
　

第
四
章
の
二　

特
定
事
業
に
係
る
土
地
所
有
者
の
義
務 

 
 

 

　

（
特
定
事
業
に
係
る
土
地
所
有
者
の
義
務
） 

 
 

 

第
二
十
六
条
の
二　

土
地
の
所
有
者
は
、
第
十
条
の
二
第
一
項
（
第
十
三
条

 
 

 

　

第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含　

 
 

 

　

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
意
を
し
よ
う
と
す

 
 

 

　

る
と
き
は
、
当
該
同
意
に
係
る
特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
以
外

 
 

 

　

の
特
定
事
業
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
事
業
が
完
了
し
た
後
の

 
 

 

　

土
地
の
利
用
計
画
を
踏
ま
え
て
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま

 
 

 

　

で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
特
定
事
業
が
一
時
た
い
積
特
定
事
業
で
あ
る

 
 

 

　

場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

 
 

 

　

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

（
土
地
所
有
者
に
よ
る
特
定
事
業
の
施
工
状
況
の
把
握
） 

 
 

２　

第
十
条
の
二
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
は
、
当
該
同
意　

第
十
六
条
の
三　

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
事
業
の

 
 

　

に
係
る
特
定
事
業
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
　

施
工
の
状
況
の
把
握
は
、
当
該
施
工
に
係
る
特
定
事
業
場
に
お
い
て
、
毎
月

 
 

　

流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
特
定
事
業
が
行
わ
れ
　

一
回
以
上
、
当
該
施
工
の
状
況
が
同
意
に
当
た
っ
て
確
認
し
た
事
項
に
抵
触
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て
い
る
間
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
当
該
特
定
事
業
　

し
て
い
な
い
か
ど
う
か
並
び
に
当
該
特
定
事
業
場
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
又

 
 

　

の
施
工
の
状
況
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

は
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
若
し
く
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
発
生
が
な
い
か
ど

 
 

３　

第
十
条
の
二
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
は
、
当
該
同
意
に
　

う
か
及
び
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
自
ら
確
認
す
る
こ
と
に
よ

 
 

　

係
る
特
定
事
業
に
よ
り
土
壌
の
汚
染
又
は
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
若
し
く
　

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
場
に
お
い
て
、
自

 
 

　

は
流
出
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を 

　

ら
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
他
の
者
に
確
認
さ
せ
る

 
 

　

知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
特
定
事
業
を
行
う
者
に
対
し
当
該
特
定
　

こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

　

事
業
の
中
止
を
求
め
、
又
は
原
状
回
復
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

 
 

 

　

と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
関
係
機
関
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　

（
特
定
事
業
に
係
る
土
地
所
有
者
に
対
す
る
措
置
命
令
） 

 
 

 

第
二
十
六
条
の
三　

知
事
は
、
特
定
事
業
に
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂

 

・
命
令
違
反
者
に
罰
則
あ
り
、
条
例

 

　

等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
第
八
条
第
三
項
に
定

 

　

第
三
十
三
条 

 

　

め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
事
業
に
係
る
第
十
条
の
二
第
一
項
の
同
意

 
 

 

　

を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等

 
 

 

　

（
当
該
土
砂
等
に
よ
り
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
土
砂
等

 
 

 

　

を
含
む
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
撤
去
し
、
又
は
当
該
特
定
事
業
に

 
 

 

　

よ
る
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を

 
 

 

　

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

２　

知
事
は
、
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出

 

・
命
令
違
反
者
に
罰
則
あ
り
、
条
例

 

　

に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

 

　

第
三
十
三
条 

 

　

き
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
事
業
に 

 
 

 
 
 

係
る
第
十
条
の
二
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該

 
 

 

　

特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害

 
 

 

　

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ 

 
 

 

　

と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　
　
　

第
五
章　

雑
則 

 
 

 

　

（
報
告
の
徴
収
） 

 
 

 

第
二
十
七
条　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
土

 
 

 

　

砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る

 
 

 

　

こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

（
立
入
検
査
） 

 
 

 

第
二
十
八
条　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当

 

・
立
入
検
査
を
拒
む
も
の
は
罰
則
あ

 

　

該
職
員
に
、
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
者
の
現
場
事
務
所
、
事
業
場
そ

 

　

り
、
条
例
第
三
十
四
条 
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の
他
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

 
 

 

　

を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

 
 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示

第
十
七
条　

条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書

 
 

　

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
関
係
者
に
提
　

（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
と
す
る
。 

 
 

　

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認

 
 

 

　

め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　

（
許
可
等
に
関
す
る
意
見
聴
取
） 

 
 

 

第
二
十
八
条
の
二　

知
事
は
、
第
十
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一

 
 

 

　

条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第 

 
 

 

　

一
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
（
同
号
ヘ
か
ら
チ
ま

 
 

 

　

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ホ
に
係
る
も
の
に

 
 

 

　

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
無
に
つ
い
て
、
千
葉
県
警
察
本
部
長
の
意
見

 
 

 

　

を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

２　

知
事
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る

 
 

 

　

と
き
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

 
 

 

　

す
る
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
、
千
葉
県
警
察
本
部
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と

 
 

 

　

が
で
き
る　

 
 

 
 

 
 

 
 　

（
知
事
へ
の
意
見
） 

 
 

 

第
二
十
八
条
の
三　

千
葉
県
警
察
本
部
長
は
、
特
定
事
業
を
行
う
者
に
つ
い

 
 

 

　

て
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

 
 

 

　

事
由
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
た
め
、
知
事
が
当
該 

 
 

 

　

特
定
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

 
 

 

　

と
認
め
る
場
合
に
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

 
 

 

　

で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
手
数
料
） 

 
 

 

第
二
十
九
条　

第
十
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

 

・
「
ち
ば
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
を

 

　

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三

 

利
用
し
た
電
子
納
付
に
よ
る
。 

 

　

十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納

 
 

 

　

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 　

（
市
町
村
と
の
関
係
） 

　

（
条
例
の
規
定
の
適
用
除
外
の
申
出
） 
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第
三
十
条　

市
町
村
が
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
独
自
に
土
砂
等
の
埋
立

第
十
八
条　

条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
同
条
第
二
項
に

・
当
該
市
町
村
に
申
請
す
る
こ
と 

 

　

て
等
に
対
す
る
施
策
を
講
じ
、又
は
講
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、　

規
定
す
る
条
例
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
適
用
除

（
千
葉
市
、
銚
子
市
、
船
橋
市
、
木

 

　

当
該
市
町
村
の
長
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
　

外
申
出
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

更
津
市
、
松
戸
市
、
成
田
市
、
野
田

 

　

定
（
第
五
条
及
び
第
六
条
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
　

ら
な
い
。 

市
、
佐
倉
市
、
東
金
市
、
旭
市
、
柏

 

　

適
用
の
除
外
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

市
、
勝
浦
市
、
君
津
市
、
富
津
市
、

 

２　

知
事
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用

 

四
街
道
市
、
八
街
市
、
印
西
市
、
匝

 

　

を
除
外
す
る
市
町
村
の
名
称
及
び
当
該
市
町
村
に
つ
い
て
こ
の
条
例
の
規

 

瑳
市
、
香
取
市
、
山
武
市
、
神
崎
町
、 

　

定
の
適
用
を
除
外
す
る
日
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

多
古
町
、
芝
山
町
、
長
生
村
、
大
多

 

３　

前
項
の
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定 

 

喜
町
、
鋸
南
町　

令
和
八
年
四
月
一 

 

　

す
る
日
か
ら
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

日
現
在
） 

 

４　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
市
町

 
 

 

　

村
の
区
域
に
お
い
て
現
に
第
十
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条

 
 

 

　

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
事
業
に 

 
 

 

　

つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を

 
 

 

　

受
け
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

第
三
十
一
条　

削
除 

 
 

 
 

 
 

 　

（
委
任
） 

 
 

 

第
三
十
二
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、規
則
で
定
め
る
。 　

（
書
類
等
の
提
出
） 

 
 

 

第
十
九
条　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
条
例

 
 

 
　

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
許
可
申
請
、
条
例
第
二
十
一
条
の
三

 
 

 

　

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
け
許
可
申
請
、
条
例
第
十
三
条
第
八
項
、
条
例

 
 

 

　

第
十
四
条
の
二
、
条
例
第
十
五
条
、
条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

 
 

 

　

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及

 
 

 

　

び
第
三
項
並
び
に
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
並
び
に
条

 
 

 

　

例
第
十
六
条
第
三
項
及
び
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
及

 
 

 

　

び
図
面
の
提
出
部
数
は
、
三
部
（
特
定
事
業
区
域
の
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー

 
 

 

　

ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
部
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
事

 
 

 

　

業
区
域
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
存
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市

 
 

 

　

町
村
の
数
に
二
（
特
定
事
業
区
域
の
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

 
 

 

　

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
）
を
加
え
た
部
数
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　

　
　
　

第
六
章　

罰
則 

 
 

 

　

（
罰
則
） 

 
 

 

第
三
十
三
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘

 

・
安
全
基
準
不
適
合
土
砂
等
に
よ
る
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禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

　

埋
立
て
等
に
対
す
る
命
令
違
反 

 

　

一　

第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は 

 

・
災
害
防
止
緊
急
措
置
命
令
、
無
許 

 

　
　

第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
の
三

 

　

可
者
撤
去
命
令
、
事
業
停
止
及
び 

 

　
　

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 
 
 

取
消
し
命
令
、
廃
止
等
に
伴
う
義

 

　

二　

第
十
条
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定

 

　

務
違
反
者
の
措
置
命
令
の
違
反 

 

　
　

に
違
反
し
て
特
定
事
業
を
行
っ
た
者 

 

・
無
許
可
、
変
更
無
許
可
、
譲
受
け

 
 

 

　

無
許
可
の
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

・
土
砂
等
搬
入
届
を
怠
っ
た
者　

 
 

第
三
十
四
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下

 
 

 

　

の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

・
土
砂
等
管
理
台
帳
作
成
及
び
報
告

 

　

一　

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

 

　

を
怠
っ
た
者 

 

　
　

者 
 

・
土
砂
等
の
量
及
び
地
質
検
査
の
報 

 

　

二　

第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
土
砂
等
管
理

 

　

告
、
安
全
基
準
不
適
合
土
砂
等
の

 

　
　

台
帳
を
作
成
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
せ 
 

　

報
告
、
そ
の
他
の
報
告
を
怠
っ
た

 

　
　

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者 

 

　

者 
 

　

三　

第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二

 
 

 

　
　

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

 

・
立
入
検
査
を
妨
害
し
た
者 

 

　

四　

第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
土
砂
等
管
理
台
帳
を
保

 
 

 

　
　

存
し
な
か
っ
た
者 

 
 

 

　

五　

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

 
 

 

　
　

し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ

 
 

 

　
　

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

 
 

 
 

 

・
軽
微
変
更
の
届
、
着
手
届
、
廃
止

 

第
三
十
五
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下

 

　

の
届
、
完
了
の
届
、
終
了
の
届
、

 

　

の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

　

相
続
等
の
届
を
怠
っ
た
者 

 

　

一　

第
十
三
条
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十

 

・
書
類
の
保
存
を
怠
っ
た
者 

 

　
　

一
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
二
項
の

 
 

 

　
　

規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

 
 

 

　

二　

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
書
類
又
は
図
面
の
写
し

 
 

 

　
　

を
保
存
し
な
か
っ
た
者 

 
 

 
 

 
 

 　

（
両
罰
規
定
） 

 
 

 

第
三
十
六
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

 
 

 

　

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違

 
 

 

　

反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
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対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　
　
　

附　
　

則 

　
　
　

附　
　

則 
 

 

　

（
施
行
期
日
） 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

　

お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
平
成
九
年
十
月
規
則
第
八
　

（
使
用
料
及
び
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
） 

 
 

　

十
号
で
、
同
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
） 

２　

使
用
料
及
び
手
数
料
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
）

 
 

　
　

た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

　

（
経
過
措
置
） 

　
　

別
表
五
中
第
三
十
七
号
の
十
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
特
定
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
条
　
　

三
十
七
の
十
三　

特
定
事
業
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

　

例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
　
　

三
十
七
の
十
四　

特
定
事
業
変
更
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

　

ら
ず
、
当
該
特
定
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
三
年
三
月
二
日
規
則
第
十
八
号
） 

 
 

　

に
第
十
条
の
許
可
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
許
可
又
は
不
許
可
の
処 

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

 
 

　

分
が
あ
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。 

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

３　

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い 

　

一　

第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
環
境
庁
長
官
が
定
め 

 
 

　

て
は
、
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
千
葉
県
環
境
審
　
　

る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
」
を
「
環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準
に

 
 

　

議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　

係
る
検
定
方
法
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
別
表
第
一
の
改
正
規
定 

 
 

　

（
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

 
 
 
 

公
布
の
日 

 
 

４　

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
　

二　

第
十
条
の
改
正
規
定
及
び
第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
環
境
庁
長
官
が
定 

 
 

 

　

別
表
第
二
中
千
葉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例

 
 
 
 

め
る
排
水
基
準
に
係
る
検
定
方
法
」
を
「
環
境
大
臣
が
定
め
る
排
水
基
準

 
 

　

（
昭
和
六
十
年
千
葉
県
条
例
第
十
九
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
次
に
次
　
　

に
係
る
検
定
方
法
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）　

平
成
十
三
年
五
月
一
日 

 
 

　

の
よ
う
に
加
え
る
。 

　

三　

別
表
第
四
の
改
正
規
定　

都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改

 
 

　

（
次
の
よ
う
略
） 

　
　

正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
三
年
二
月
二
十
三
日
条
例
第
二
十
六
号
） 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
五
年
三
月
七
日
規
則
第
十
六
号
） 

 
 

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
五
年
三
月
七
日
条
例
第
二
十
五
号
） 

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

　

及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
　

（
準
備
行
為
） 

 
 

　

則
第
六
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
三
十
条
及

２　

改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の

 
 

　

び
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
は
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
　

発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
） 

 

　

（
経
過
措
置
） 

　

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
適
用
除
外
申
出
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
こ

 
 

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
　

の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

　

よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改

３　

前
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
除
外
申
出
書
の
提
出
を
行
う
場
合
の
改
正
後
の

 
 

　

正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
　

規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
中
「
一
月
前
」
と
あ
る
の
は
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る
許
可
（
以
下
「
既
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
　

「
二
十
日
前
」
と
、
別
記
第
十
九
号
様
式
中
「
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等

 
 

　

れ
改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害 

　

に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
三
十
条
第 

 
 

 
 

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
） 

 
 

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て 

 
 

　

第
十
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
　

等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

 
 

　

す
。 

　

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号
）
附
則
第
六
項
の

 
 

３　

改
正
後
の
条
例
第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
　

規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害

 
 

　

に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
当
該
許
可
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
　

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
と
す
る
。 

 
 

　

着
手
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
規
則
第
百
十
八
号
） 

 
 

４　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
前
　

（
施
行
期
日
） 

 
 

　

の
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
既
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三

 
 

　

を
承
継
し
た
者
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
　

条
の
改
正
規
定
（
「
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
」
を
「
日
本
郵
政
公
社
」
に
改
め

 
 

　

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
二
　

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

 
 

　

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

る
。 

 
 

５　

改
正
後
の
条
例
第
四
章
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
既
許
可 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 

　

に
係
る
特
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ

 
 

６　

改
正
後
の
条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
及
び
同
条
第
二
　

る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下

 
 

　

項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
お
い
て
も
行
う
　

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る 

 
 

　

こ
と
が
で
き
る
。 

　

証
明
書
は
、
改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及

 
 

　

（
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

　

び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」

・
「
ち
ば
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
を

 

７　

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
の 

　

と
い
う
。）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

利
用
し
た
電
子
納
付
に
よ
る
。

 

　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

３　

改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施 

 
 

別
表
第
二
（
第
三
条
第
二
項
）

　

行
日
」
と
い
う
。
）
以
降
に
行
わ
れ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て

特
定
事
業
許

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

砂
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使

 

等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及

可
申
請
手
数

一
件
に
つ
き

四
万
八
千
円 

 
 

　

用
さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

び
災
害
の
発
生
の
防
止
に

料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の

 

関
す
る
条
例
（
平
成
九
年

特
定
事
業
変

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第

 

千
葉
県
条
例
第
十
二
条
）

更
許
可
申
請

一
件
に
つ
き

二
万
八
千
円 

 
 

　

十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
の
許
可
（
条
例
第
十
三
条
第
一

 

に
基
づ
く
も
の

手
数
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

項
の
許
可
を
含
む
。
以
下
「
既
許
可
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行

 

特
定
事
業
譲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

日
前
に
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

 

受
け
許
可
申

一
件
に
つ
き

二
万
八
千
円 

 
 

　

届
出
に
係
る
土
砂
等
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期
間
内
に
搬
入
さ

 

請
手
数
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用

 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日
条
例
第
五
十
六
号
） 

　

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。　

 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

５　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行
日
か
ら
平

 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
条
例
第
二
十
号
） 

　

成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
既
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の

 

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

区
域
に
土
砂
等
を
搬
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
施
行
日
以
降
に
条

 
 
 

　
　

附　

則
（
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
条
例
第
十
号
） 

　

例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
係

 

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

る
土
砂
等
が
改
正
前
の
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
る
安
全
基
準
に
適
合
し
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附　

則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
条
例
第
九
十
九
号
） 

　

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
施
行
日
以
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
あ
っ
た 

 

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

と
き
（
施
行
日
前
に
、
同
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
承
認 

 
 
 
 
 
 
 

附　

則
（
令
和
七
年
三
月
七
日
千
葉
県
条
例
第
二
十
一
号
抄
） 

　

又
は
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
あ
っ
た
と
き
を
含
む
。
）
に
お
け
る

 
 
 

（
施
行
期
日
） 

　

当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の

 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

 

　

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

　

に
よ
る
。 

 

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て　

６　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
既
許
可
に

 

　

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　

係
る
特
定
事
業
の
区
域
内
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

 

３　

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
、
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
　

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
土
砂
等
を
使
用
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ

 

　

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
　

れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第
二
項
、
条
例
第
二
十
条
第
五
項
、
条

 

　

れ
又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
　

例
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

 

　

れ
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
罰
則
に
定
め
る
刑
に
刑
法
　

確
認
に
係
る
当
該
特
定
事
業
の
区
域
内
の
土
砂
等
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規 

 

　

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
　

則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

 

　

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
旧
　

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

　

刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い

７　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、

 

　

う
。
）
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
　

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

 

　

又
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

　

が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
う
ち
懲
役
又
は
禁
錮
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
十
九
号
）　
　

 
 

　

刑
と
長
期
及
び
短
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
と
、
旧
拘
留
は
長
期
及
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条

 

　

び
短
期
を
同
じ
く
す
る
拘
留
と
す
る
。 

第
一
項
第
一
号
中
「
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能

 

　

（
人
の
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

力
開
発
機
構
」
に
改
め
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
号
中
「
都
市
基
盤

 

４　

拘
禁
刑
又
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り

整
備
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
」
に
改
め
る
改
正
規
定
は
平

 

　

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
、
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

又
は
改
正
前
若
し
く
は
廃
止
前
の
条
例
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
六
年
六
月
一
日
規
則
第
百
三
十
五
号
） 

 

　

る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
拘
禁
刑
　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

に
処
せ
ら
れ
た
者
は
無
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
有
期
拘
禁
刑
に
処
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
規
則
第
二
十
五
号
） 

 

　

せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
、
拘
　

（
施
行
期
日
） 

 

　

留
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
刑
期
を
同
じ
く
す
る
旧
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
者
と

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

み
な
す
。 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 
 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調

 

７　

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
法
等
一
部
　

製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の

 

　

改
正
法
等
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
規
則
（
千
葉
県
公
安
委
　

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

　

員
会
が
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
千
葉
県
公
安
委
員
会
規
則
）
で
定
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
規
則
第
百
六
十
七
号
） 

 

　

め
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
施
行
及
び
職
員
の
退
職
　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

手
当
に
関
す
る
条
例
（
学
校
職
員
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
一
条
　
　
　

附　

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
六
十
号
） 

 

　

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九

 

　

を
除
く
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
に
あ
っ
て
は
千
葉
県
人
事
　

条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
十
一
条
第
一
項
及
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委
員
会
規
則
で
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
学
校
職
員
に
関
す
　

び
第
十
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一 

 

　

る
事
項
に
限
る
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
に
あ
っ
て
は
千
葉 

　

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

　

県
教
育
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
千
葉
県
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
千
葉
　

（
経
過
措
置
） 

 

　

県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２　

こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

 
 

　

の
施
行
の
際
現
に
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災

 
 

　

害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
二
号
）
第

 
 

　

十
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
行

 
 

　

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
許
可
に
係
る
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ

 
 

　

る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
九
条

 
 

　

第
一
項
の
土
砂
等
の
量
等
の
報
告
、
第
十
条
第
一
項
の
地
質
検
査
、
第
十
一

 
 

　

条
第
一
項
の
水
質
検
査
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
地
質
検
査
等
の
報
告
に
つ

 
 

　

い
て
は
、
改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び

 
 

　

災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

 
 

　

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
規
則
第
八
十
九
号
） 

 
 

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
五
号
） 

 
 

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
四
十
五
号
） 

 
 

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
十
七
号
） 

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

 
 

　

三
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
セ
レ
ン
の
項
及
び
ほ
う
素
の

 
 

　

項
の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
の
改
正
規
定

 
 

　

は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
の
備
考
に
加
え
る
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か

 
 

　

ら
施
行
す
る
。 

 
 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る

 
 

　

土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
別
記
第

 
 

　

四
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
を
除
く
。
）の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、

 
 

　

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

 
 

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
八
日
規
則
第
十
九
号
） 

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

 

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
経
過
措
置
）
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２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土

 
 

　

壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

 
 

　

り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所

 
 

　

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 

附　

則
（
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
規
則
第
五
十
五
号
） 

 
 

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

 
 

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

　

一　

別
表
第
四
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
の
改
正
規
定　

公
布
の
日 

 
 

　

二　

別
表
第
四
の
改
正
規
定
（
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）

 
 

　
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
日 

 
 

　

三　

別
表
第
四
第
二
号
の
改
正
規
定　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

 
 

　
　

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
六

 
 

　
　

号
）
の
施
行
の
日 

 
 

 
 

　
　

附　

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
一
号
） 

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

 
 

　

三
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 
 

す
る
。 

 
 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 

２　

改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の

 
 

　

発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）

 
 

　

別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

 
 

　

以
後
に
行
わ
れ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
に
つ
い
て
適

 
 

　

用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等

 
 

　

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の

 
 

　

汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第

 
 

　

十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
の
許
可
（
条
例
第
十
三
条
第
一

 
 

　

項
の
許
可
を
含
む
。
以
下
「
既
許
可
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行

 
 

　

日
前
に
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

 
 

　

届
出
に
係
る
土
砂
等
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期
間
内
に
搬
入
さ 

 
 

 
 

れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用

 
 

　

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行
日
以
後
に

 
 

　

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期

 

　

間
の
終
期
が
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
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合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
が
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋

 
 

　

立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

 
 

　

規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。）
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
る
安
全

 
 

　

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
施
行
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
証

 
 

　

明
が
あ
っ
た
と
き
（
施
行
日
前
に
、
同
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定

 
 

　

に
よ
る
承
認
又
は
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
あ
っ
た
と
き
を
含 

 
 

　

む
。
）
に
お
け
る
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬

 
 

　

入
期
間
内
に
搬
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
別
表

 
 

　

第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

 
 

　

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

５　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
既
許
可
に

 
 

　

係
る
特
定
事
業
の
区
域
内
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

 
 

　

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
土
砂
等
を
使
用
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ

 
 

　

れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第
二
項
、
条
例
第
二
十
条
第
五
項
、
条

 
 

　

例
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

　

確
認
に
係
る
当
該
特
定
事
業
の
区
域
内
の
土
砂
等
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規

 
 

　

則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

 
 

　

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

６　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、

 
 

　

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

 
 

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

　
　

附　

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
六
号
） 

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

 

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 

 

２　

改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の

 
 

　

発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表

 
 

　

第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

 
 

　

以
後
に
行
わ
れ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
に
つ
い
て
適

 
 

　

用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等

 
 

　

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の

 
 

　

汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条
例
第

 
 

　

十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
条
の
許
可
（
条
例
第
十
三
条
第
一

 
 

　

項
の
許
可
を
含
む
。
以
下
「
既
許
可
」
と
い
う
。）
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行

 

　

日
前
に
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
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届
出
に
係
る
土
砂
等
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期
間
内
に
搬
入
さ

 
 

　

れ
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
の
新
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

 
 

　

て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行
日
以
後
に

 
 

　

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期

 
 

　

間
の
終
期
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場

 
 

　

合
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
が
改
正
前
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋

 
 

　

立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

 
 

　

規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
る
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

 
 

　

施
行
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
あ
っ
た
と
き
（
施
行
日
前
に
、
同

 
 

　

条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
同
条
第
二
号
の
規
定

 
 

　

に
よ
る
証
明
が
あ
っ
た
と
き
を
含
む
。）
に
お
け
る
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等

 
 

　

（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬
入
期
間
内
に
搬
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

 
 

　

に
つ
い
て
の
新
規
則
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項

 
 

　

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。  

 
 

５　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
既
許
可
に

 
 

　

係
る
特
定
事
業
の
区
域
内
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

 
 

　

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
土
砂
等
を
使
用
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ

 
 

　

れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第
二
項
、
条
例
第
二
十
条
第
五
項
、
条

 
 

　

例
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

 
 

　

確
認
に
係
る
当
該
特
定
事
業
の
区
域
内
の
土
砂
等
に
つ
い
て
の
新
規
則
別
表

 
 

　

第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

 
 

　

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 
 

　
　

附　

則
（
令
和
二
年
二
月
十
八
日
規
則
第
六
号
） 

 
 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

　
　
　

附　

則
（
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
規
則
第
五
十
三
号
） 

 
 

　

（
施
行
期
日
） 

 
 

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

　

（
経
過
措
置
） 

 
 

 

２　

改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害

 
 

　

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

 
 

　

別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

 
 

　

う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
に

 
 

　

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用

 
 

　

さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
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の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
千
葉
県
条

 

　

例
第
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
許
可
（
条
例
第
十

 

　

三
条
第
一
項
の
許
可
を
含
む
。
以
下
「
既
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て

　

い
る
者
が
施
行
日
前
に
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場

　

合
に
お
け
る
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
（
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
搬

　

入
期
間
内
に
搬
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
新
規
則
別
表
第

　

一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

　

従
前
の
例
に
よ
る
。 

４　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
既
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
既
許
可

　

に
係
る
特
定
事
業
の
区
域
内
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

　

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
土
砂
等
を
使
用
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等

　

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五
項
、

　

第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

　

に
係
る
当
該
特
定
事
業
の
区
域
内
の
土
砂
等
に
つ
い
て
の
新
規
則
別
表
第

　

一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

　
　
　

附　

則
（
令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
規
則
第
三
十
九
号
）

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
　

（
経
過
措
置
）

２　

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十

五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
本
文
（
改
正
法
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
行
為
は
、
改
正
後
の
千
葉
県
土
砂
等
の
埋

立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規

 

則
別
表
第
四
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 

附　

則
（
令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
規
則
第
四
十
一
号
） 

　
　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　
　
　

附　

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
二
十
七
号
） 

　
　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　

附　

則
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
七
号
） 

　
　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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別
表
第
一 

□
第
二
条
□ 

 

 
 
 
 

項
目 

 
 

 
 

基
準
値 

 
 

 
 
 

測
定
方
法 

 

 
カ
ド
ミ
ウ
ム 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

日
本
産
業
規
格
□
以
下
□
規
格
□
と
い
う
□
□
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
十
四
・

三
□
十
四
・
四
又
は
十
四
・
五
に
定
め
る
方
法 

 

全
シ
ア
ン 

 

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
□ 

 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
九
・
三
・
二
若
し
く
は
九
・
三
・
三
の
蒸
留
操

作
を
行
い
□
九
・
四
□
九
・
五
□
九
・
六
若
し
く
は
九
・
七
の
分
析
を
行

う
方
法
又
は
昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
一
に
掲
げ
る

方
法 

 
 

 

り
ん 

 

有
機
燐 

 
検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
□ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・
二
・
一
及
び
七
・
二
・
三
に
定
め
る
方
法

又
は
パ
ラ
チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
若
し
く
は
Ｅ
Ｐ
Ｎ
に
あ
□
て
は

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・
二
・
一
□
七
・
二
・
二
・
二
及
び
七
・
二
・

五
又
は
七
・
二
・
一
及
び
七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法 

 

鉛 
 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
十
三
・
二
□
十
三
・
三
□
十
三
・
四
又
は
十
三
・

五
に
定
め
る
方
法 

 

六
価
ク
ロ
ム 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
四
・
三
□
二
十
四
・
三
・
七
を
除
く
□
□

に
定
め
る
方
法 

  

ひ 
 

砒
素 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下
□
か
つ
□
埋
立
て
等
の
用
に
供
す
る
場
所
の 

 

土
地
利
用
目
的
が
農
用
地
□
田
に
限
る
□
□
で
あ 

 

る
場
合
に
あ
□
て
は
□
試
料
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ 

 

き
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満 

検
液
中
濃
度
に
係
る
も
の
に
あ
□
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
・

二
□
二
十
・
三
□
二
十
・
四
又
は
二
十
・
五
に
定
め
る
方
法
□ 

農
用
地
に

係
る
も
の
に
あ
□
て
は
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る

砒
素
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
三

十
一
号
□
第
一
条
第
三
項
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
方
法 

 

総
水
銀 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ 

 

ラ
ム
以
下 

 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
二
に
掲
げ
る
方
法 

 

ア
ル
キ
ル
水
銀 
 

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
□ 

 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
三
及
び
昭
和
四
十
九
年
環 

 

境
庁
告
示
第
六
十
四
号
付
表
一
に
掲
げ
る
方
法 

 

Ｐ
Ｃ
Ｂ 

 

検
液
中
に
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
□ 

 
昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
四
に
掲
げ
る
方
法 

 

銅 

 

埋
立
て
等
の
用
に
供
す
る
場
所
の
土
地
利
用
目
的 

 

が
農
用
地
□
田
に
限
る
□
□
で
あ
る
場
合
に
あ
□ 

 

て
は
□
試
料
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
百
二
十
五
ミ 

 

リ
グ
ラ
ム
未
満 

 
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
銅
の
量
の
検
定
の
方
法

を
定
め
る
省
令
□
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令
第
六
十
六
号
□
第
一
条
第
三

項
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
方
法 

 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定 

め
る
方
法

 

四
塩
化
炭
素 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
□
五
・
四
・
一
又

は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 
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ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
□
別

名
塩
化
ビ
ニ
ル
又
は

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ

□
□ 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以

下 
 

平
成
九
年
環
境
庁
告
示
第
十
号
付
表
に
掲
げ
る
方
法 

  

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
又
は
五
・
三
・
二

に
定
め
る
方
法 

 
 

一
・
一―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定 

め
る
方
法

 

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 
以
下 

シ
ス
体
に
あ
□
て
は
規
格
Ｋ
○
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・

二
に
定
め
る
方
法
□
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
□
て
は
規
格
Ｋ
○
一
二
五
の
五
・

一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法 

 

一
・
一
・
一―

ト
リ 

 

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

 
検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
□
五
・
四
・
一
又

は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

 

一
・
一
・
二―

ト
リ 

 

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
□
五
・
四
・
一
又

は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ 

 

ン 
 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
□
五
・
四
・
一
又

は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ 

 

レ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
□
五
・
三
・
一
□
五
・
四
・
一
又

は
五
・
五
に
定
め
る
方
法 

 

一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ 

 

プ
ロ
ペ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
定
め
る
方
法 

 

チ
ウ
ラ
ム 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
五
に
掲
げ
る
方
法 

 

シ
マ
ジ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ 

 

ム
以
下 

 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
六
の
第
一
又
は
第
二
に
掲 

 

げ
る
方
法 

 

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 
昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
六
の
第
一
又
は
第
二
に
掲 

 
げ
る
方
法 

 

ベ
ン
ゼ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法 

 

セ
レ
ン 

 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 

以
下 

 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
六
・
二
□
二
十
六
・
三
又
は
二
十
六
・
四

に
定
め
る
方
法 

- 111 -



ふ
□
素 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
八
ミ
リ
グ
ラ
ム 

以
下 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び
五
・
三
□
五
・
二
及
び
五
・
四
□
五
・
二

及
び
五
・
五
又
は
五
・
二
及
び
五
・
六
に
定
め
る
方
法 

ほ
う
素 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
五
・
二
□
五
・
五
又
は
五
・
六
に
定
め
る
方
法 

一
・
四―
ジ
オ
キ
サ

ン 

検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
七
に
掲
げ
る
方
法 

 
 

 
 

 
 

  
 

備
考 

 
 

 

一 

基
準
値
の
欄
中
検
液
中
濃
度
に
係
る
も
の
に
あ
□
て
は
□
平
成
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六
号
付
表
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
液
を
作
成
し
□
こ
れ

を
用
い
て
測
定
を
行
う
も
の
と
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
同
表
中
□
土
壌
□
と
あ
る
の
は
□
□
土
砂
等
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

二 

公
共
事
業
□
条
例
第
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
共
事
業
を
い
う
□
□
の
う
ち
知
事
が
別
に
定
め
る
種
類
の
事
業
に
よ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行

わ
れ
る
場
合
で
あ
□
て
□
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ
れ
て
い
る
間
及
び
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
完
了
し
た
後
に
お
い
て
地
下
水
の
汚
染

の
防
止
を
図
る
上
で
必
要
な
管
理
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
□
事
前
に
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
の
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土

砂
等
の
砒
素
□
ふ
□
素
及
び
ほ
う
素
に
係
る
基
準
値
の
欄
中
検
液
中
濃
度
に
係
る
値
は
□
そ
れ
ぞ
れ
検
液
一
リ
□
ト
ル
に
つ
き
０
□
０
三
ミ
リ
グ
ラ

ム
□
二
□
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
及
び
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
□ 

 
 

 

三 

基
準
値
の
欄
中
□
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
□
□
と
は
□
測
定
方
法
の
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
□
そ
の
結
果
が
当
該
方
法
の

定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と
を
い
う
□ 

 
 

 

四 

全
シ
ア
ン
の
項
目
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 
 

 
 

イ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
九
・
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
分
析
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
□
蒸
留
操
作
は
装
置
に
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 
 

ロ 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
一
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
蒸
留
操
作
は
装
置
に
て
行
う
も
の
と

す
る
□ 

 
 

 

五 

有
機
燐り

ん

□
パ
ラ
チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
を
い
う
□
□
の
項
目
に
つ
い
て
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・

二
・
一
及
び
七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
□
七
・
二
・
二
の
ク
リ
□
ン
ア
□
プ
を
行
う
と
き
は
□
七
・
二
・
二
・

二
に
定
め
る
操
作
と
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

六 

六
価
ク
ロ
ム
の
項
目
に
つ
い
て
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
四
・
三
・
二
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
塩
分
の
濃
度
の
高
い
試
料
を
測
定
す
る
場
合

に
あ
□
て
は
□
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇―

七
の
七
に
定
め
る
操
作
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

七 

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
濃
度
は
□
規
格
Ｋ
○
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
二
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
シ
ス
体
の
濃
度
と
規
格

Ｋ
○
一
二
五
の
五
・
一
□
五
・
二
又
は
五
・
三
・
一
に
よ
り
測
定
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
体
の
濃
度
の
和
と
す
る
□ 

 
 

 

八 

ふ
□
素
の
項
目
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

イ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び
五
・
四
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
測
定
は
□
妨
害
と
な
る
物
質
と
し
て
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
又
は
ハ
ロ
ゲ
ン
化

水
素
が
多
量
に
含
ま
れ
る
試
料
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
蒸
留
試
薬
溶
液
と
し
て
□
水
約
二
百
ミ
リ
リ
□
ト
ル
に
硫
酸
十
ミ
リ
リ
□
ト
ル
□

り
ん
酸
六
十
ミ
リ
リ
□
ト
ル
及
び
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
十
グ
ラ
ム
を
溶
か
し
た
溶
液
と
グ
リ
セ
リ
ン
二
百
五
十
ミ
リ
リ
□
ト
ル
を
混
合
し
□
水
を
加
え

て
千
ミ
リ
リ
□
ト
ル
と
し
た
も
の
を
用
い
□
規
格
Ｋ
〇
一
七
〇―

六
の
六
図
二
注
記
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
溶
液
の
ラ
イ
ン
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
□ 

ロ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び
五
・
五
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
測
定
は
□
蒸
留
操
作
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
□
フ
□
ノ
□
ル
フ
タ
レ
イ

ン
溶
液
を
加
え
ず
□
ｐ
Ｈ
試
験
紙
に
よ
□
て
液
性
を
判
別
す
る
こ
と
と
し
□
検
液
中
に
懸
濁
物
質
及
び
イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
で
妨
害
と
な
る

物
質
が
共
存
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
五
・
二
に
定
め
る
操
作
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
□ 
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別
表
第
二 

□
第
五
条
第
一
項
□ 

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
 

通
常
の
埋
立
て
の
際
の
構
造
基
準
□
別
表
第
四
を
除
く
□ 

 
 

一 

特
定
事
業
区
域
の
地
盤
に
滑
り
や
す
い
土
質
の
層
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
地
盤
に
滑
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
く
い
打
ち
□
土
の
置
換
え
そ

の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
□ 

 
 

二 
著
し
く
傾
斜
を
し
て
い
る
土
地
に
お
い
て
特
定
事
業
を
施
工
す
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
特
定
事
業
を
施
工
す
る
前
の
地
盤
と
特
定
事
業
に

使
用
さ
れ
た
土
砂
等
と
の
接
す
る
面
が
滑
り
面
と
な
ら
な
い
よ
う
に
当
該
地
盤
の
斜
面
に
段
切
り
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
□ 

 
 

三 

埋
立
て
等
の
高
さ
□
特
定
事
業
に
よ
り
生
じ
た
の
り
面
の
最
下
部
□
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
を
用
い
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該

擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
上
端
□
と
最
上
部
の
高
低
差
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
及
び
の
り
面
□
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
を

用
い
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
擁
壁
又
は
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
部
分
を
除
く
□
以
下
同
じ
□
□
の
勾
配
は
□
次
の
表
の
土
砂
等
の
区
分

の
欄
に
掲
げ
る
土
砂
等
の
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
埋
立
て
等
の
高
さ
の
欄
及
び
当
該
の
り
面
の
勾
配
の
欄
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ

と
□ 

             

注
１ 

 
 

参
考
に
条
文
が

 

掲
示
さ
れ
て
い
る

 

の
で
参
照
に
し
て

 

区
分
す
る
こ
と 

 

注
２ 

 
 

建
設
発
生
土 

以
外
の
土
砂
で 

泥
土
以
外
の
も
の 

 

注
３ 

 
 

第
四
種
建
設
発

 

生
土
及
び
浚
渫
土

 

並
び
に
泥
土 

 

注
４ 

 
 

参
考
に
条
文
が

 

掲
示
さ
れ
て
い
る 

 

・
施
工
中
□
締
め
固
め

等
を
随
時
実
施 

 
 
 

 
 

土
砂
等
の
区
分 

 
 

 

埋
立
て
等
の
高
さ 

 
 

 

の
り
面
の
勾
配 

 

砂
□
礫
□ 

砂
質
土
□ 

礫
質
土
□ 

通

常

の 

施
工
性
が

確
保
さ
れ

る
粘
性
土

及
び
こ
れ

ら
に
準
ず

る
も
の 

建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行

う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に

関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令 

□
平
成
三
年
建
設
省
令
第
十

九
号
□
別
表
第
一
に
規
定
す
る

第
一
種
建
設
発
生
土
□
第
二
種

建
設
発
生
土
及
び
第 

三
種
建

設
発
生
土 

 
 
 

 
 

注
１  

土
質
試
験
等
に
基
づ
き
埋
立 

 

て
等
の
構
造
の
安
定
計
算 

 

□
以
下
□
安
定
計
算
□
と
い 

 
う
□
□
を
行
□
た
場
合 

 

安
全
が
確
保 

 

さ
れ
る
高
さ  

安
全
が
確
保
さ
れ
る
勾
配 

 

そ
の
他 

 

十
メ
□
ト
ル 

 

以
下 

 

垂
直
一
メ
□
ト
ル
に
対
す
る
水
平
距
離
が 

 

一
・
八
メ
□
ト
ル
□
埋
立
て
等
の
高
さ
が 

 

五
メ
□
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
□
て
は
□ 

 

一
・
五
メ
□
ト
ル
□
以
上
の
勾
配 

 

そ
の
他 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

注
２  

五
メ
□
ト
ル
以
下 

 

垂
直
一
メ
□
ト
ル
に
対
す
る
水
平
距
離
が 

 

一
・
五
メ
□
ト
ル
以
上
の
勾
配 

 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
３  

安
定
計
算
を
行
い
□
安
全
が
確
保
さ
れ
る 

 

高
さ 

 

安
定
計
算
を
行
い
□
安
全
が
確
保
さ
れ
る 

 

勾
配 

 
 

四 

擁
壁
を
用
い
る
場
合
に
あ
□
て
は
当
該
擁
壁
の
構
造
が
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規

定
に
□
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
を
用
い
る
場
合
に
あ
□
て
は
当
該
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
構
造
が
同
令
第
十
四
条
の
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
適
合
す

る
こ
と
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
４ 

 
 

五 

埋
立
て
等
の
高
さ
が
五
メ
□
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
□
て
は
□
埋
立
て
等
の
高
さ
が
五
メ
□
ト
ル
ご
と
に
幅
が
一
メ
□
ト
ル
以
上
の

段
を
設
け
□
当
該
段
及
び
の
り
面
に
は
雨
水
等
に
よ
る
の
り
面
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
排
水
溝
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
□ 

 
 

六 

特
定
事
業
の
完
了
後
の
地
盤
に
緩
み
□
沈
下
又
は
崩
壊
が
生
じ
な
い
よ
う
に
締
固
め
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
□ 

 
 

七 

の
り
面
は
□
石
張
り
□
芝
張
り
□
モ
ル
タ
ル
の
吹
付
け
等
に
よ
□
て
風
化
そ
の
他
の
侵
食
に
対
し
て
保
護
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
□ 

 
 

八 

特
定
事
業
区
域
□
の
り
面
を
除
く
□
□
は
□
利
用
目
的
が
明
確
で
あ
る
部
分
を
除
き
□
芝
張
り
□
植
林
そ
の
他
土
砂
等
の
飛
散
防
止
の
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
□ 
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別
表
第
三 

□
第
五
条
第
二
項
□ 

・
・
・
・
・
・
・
一
時
た
い
積
特
定
事
業
の
場
合
の
構
造
基
準 

  
 

一 
 

特
定
事
業
場
の
隣
接
地
と
特
定
事
業
区
域
と
の
間
に
□
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
区
域
の
面
積
の
区
分
に
応
じ
□
当
該
下
欄
に
定
め
る 

 
 

幅
の
保
安
地
帯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
□ 

 
 

五
千
平
方
メ
□
ト
ル
未
満 

 

四
メ
□
ト
ル
以
上 

 

 

五
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満  

六
メ
□
ト
ル
以
上 

 

一
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
三
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満 

 

十
メ
□
ト
ル
以
上 

 

三
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
五
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満 

 

十
四
メ
□
ト
ル
以
上 

 

五
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
十
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満 

 

十
八
メ
□
ト
ル
以
上 

 

十
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
十
五
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満 

 

二
十
四
メ
□
ト
ル
以
上 

 

十
五
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上
二
十
ヘ
ク
タ
□
ル
未
満  

二
十
七
メ
□
ト
ル
以
上 

 

二
十
ヘ
ク
タ
□
ル
以
上 

 
三
十
メ
□
ト
ル
以
上 

 
 

二 

土
砂
等
の
た
い
積
の
高
さ
□
の
り
面
の
最
下
部
と
最
上
部
の
高
低
差
を
い
う
□
□
が
五
メ
□
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
□ 

 
 

三 

土
砂
等
の
た
い
積
の
の
り
面
の
こ
う
配
は
□
垂
直
一
メ
□
ト
ル
に
対
す
る
水
平
距
離
が
一
・
八
メ
□
ト
ル
以
上
の
こ
う
配
で
あ
る
こ
と
□ 
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別
表
第
四 

□
第
六
条
□ 

構
造
等
に
つ
い
て
は
□
以
下
の
法
令
等
の
許
認
可
等
が
優
先
す
る
□ 

 
 

 
一 

 

砂
防
法
□
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
□
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
砂
防
指
定
地
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

 
二 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
に
基
づ
く
土
地
改
良
事
業 

 
 

 

三 
 

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
又

は
公
共
空
地
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

 

四 
 

火
薬
類
取
締
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
□
第
三
条
□
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
□
同
法
第
十
条

第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
□
□
を
要
す
る
行
為 

 
 

 

五 
 

港
湾
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
港
湾
区
域
内
及
び
港
湾
隣
接
地
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要

す
る
行
為 

 
 

 

六 
 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
開
発
行
為
並
び
に
同
法
第
三
十
四
条
第
二

項
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
予
定
森
林
□
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
に
お
け
る
許
可
を
要

す
る
行
為 

 
 

 

七 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
行
う
工
事
に
つ
い
て
の
承
認
を
要
す
る
行

為
□
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
の
許
可
及
び
同
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
予
定
区
域
に
お
け
る
許
可
を
要
す

る
行
為 

 
 

 

八 
 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
に
基
づ
く
土
地
区
画
整
理
事
業
及
び
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
地

区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

 

九 
 

都
市
公
園
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
内
に
お
け
る
占
用
の
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

 

十 
 

海
岸
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
□
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
岸
保
全
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行

為 

 
 

十
一 

 

自
然
公
園
法
□
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
□
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
内
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

特
別
保
護
地
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

十
二 

 

地
す
べ
り
等
防
止
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行

為 

 
 

十
三 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造

成
等
工
事
規
制
区
域
内
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 
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十
四 

 

河
川
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
□
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
河
川
区
域
内
の
土
地
の
占
用
の
許
可
を
要
す
る
行
為
並
び
に
同
法
第

二
十
七
条
第
一
項
□
第
五
十
五
条
第
一
項
□
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
区
域
内
の
土
地
□
河
川
保
全

区
域
内
□
河
川
予
定
地
及
び
河
川
保
全
立
体
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

十
五 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る
開
発
行
為 

 
 

十
六 

 
都
市
再
開
発
法
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
□
に
基
づ
く
市
街
地
再
開
発
事
業
及
び
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
地
区
内

に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

十
七 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険

区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

十
八 

 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
□
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
用
地
区
域
内
に
お
け
る
許

可
を
要
す
る
行
為 

 
 

十
九 

 

都
市
緑
地
法
□
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
□
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
緑
地
保
全
地
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

二
十 

 

生
産
緑
地
法
□
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
□
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
産
緑
地
地
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

二
十
一 

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
□
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
□
に
基
づ
く
住
宅
街
区
整
備
事

業
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
内
及
び
施
行
地
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る

行
為 

 
 

二
十
二 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第
二
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保

護
地
区
の
区
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為 

 
 

二
十
三 

千
葉
県
立
自
然
公
園
条
例
□
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
十
五
号
□
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行

為 

 
 

二
十
四 

宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
四
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
確
認
を
要
す
る
宅
地

開
発
事
業 

 
 

二
十
五 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
□
昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行

為 
 
 

二
十
六 

千
葉
県
港
湾
管
理
条
例
□
昭
和
五
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
五
号
□
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
港
湾
施
設
の
使
用
の
許

可
を
要
す
る
行
為 
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  第一号様式（第三条第二項） 

 

             公共的団体認定申請書 
                                    年  月  日 

 

   千葉県知事              様 

 

                     申請者 

                      主たる事務所の所在地 

 

 

                      名称及び代表者の氏名 

 

                                          印 

                      電話番号 

                      担当者名 

 

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則 

第３条第２項の規定により、公共的団体の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 申請者の資本金、基本金その他これらに準ずるものの出資総額及び出資者のうち地方公共    

団体別の出資金額 

   （１）出資総額        千円（    年  月  日現在） 

   （２）地方公共団体別出資金額 

 

 地方公共団体名  出資金額 

  
   千円

  
   千円

  
   千円

合   計    千円

 ２ 土砂等の埋立て等に係る事業の実績 

 

 

 

 添付書類 

  １ 定款又は寄附行為  ２ 登記事項証明書  ３ 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表 
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第一号様式の三（第三条の二第一項） 

特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書 
   特定事業許可申請者（             ）の施工に係る土砂等の一時たい積の  

事業については、異議がないので、次の土地の使用について同意します。 

所在及び地番 地目 地積（登記簿） 摘要 

    

    

    

    

    

  また、同意の前提として、次の事項について、特定事業（一時たい積特定事業）許可申請者

から、    年   月   日に説明を受け、その内容を確認しました。 

１ 事業を行う者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 特定事業区域の位置及び面積 

３ 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く

現場責任者の氏名及び職名 

４ 特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される

構造である場合にあっては、その構造） 

５ 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量 

６ 特定事業の期間 

７ 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造 

８ 特定事業に供する施設及び特定事業区域の区域以外の地域への排水の水質検査を行うため

に設置する施設の構造 

９ 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所ごとに

当該土砂等を区分するために必要な措置 

10 土地所有者の義務及び土地所有者に対する措置命令に関する事項 

ここに同意したことを証するため、署名押印します。 

         年   月   日 

        土地所有者 住 所（所在地） 

              氏 名（名称及び代表者の氏名）              印 

 

 

注 同意者が法人の場合は、署名押印に代えて記名押印を行うことができる。 
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第一号様式の二（第三条の二第一項） 

 特定事業区域内土地使用同意書  
      特定事業許可申請者（            ）の施工に係る土砂等の埋立て等の事業

については、異議がないので、次の土地の使用について同意します。  

所在及び地番 地 目 地積（登記簿） 摘 要 

    

    

    

    

    

   また、同意の前提として、次の事項について、特定事業許可申請者から、    年   月 

  日に説明を受け、その内容を確認しました。 

１ 事業を行う者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 特定事業区域の位置及び面積 

３ 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く

現場責任者の氏名及び職名 

４ 特定事業区域の表土の地質状況 ５ 特定事業に使用する土砂等の量 

６ 特定事業の期間 
７ 特定事業が完了した場合の特定事業区域の

構造 

８ 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項 

９ 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行

うために必要な措置 

10 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用

された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 

11 土地所有者の義務及び土地所有者に対する措置命令に関する事項 

ここに同意したことを証するため、署名押印します。 

         年   月   日 

        土地所有者 住 所（所在地） 

              氏 名（名称及び代表者の氏名）              印 

 

 

 

注 同意者が法人の場合は、署名押印に代えて記名押印を行うことができる。 
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第一号様式の四（第三条の二第三項） 

特定事業区域内施工同意書 
 

 

 次の土地における特定事業許可申請者（              ）の施工に係る土砂等の

（埋立て等・一時たい積）事業については、異議がないので、その施工に同意します。 

 また、同意の前提として、特定事業許可申請者から、    年   月   日に事業の説明

を受け、その内容を確認しました。 

 

       年   月   日 

      権利者  住 所（所在地） 

 
           氏 名（名称及び代表者の氏名）              印 

 

所在及び地番 地目 
地 積 

（登記簿） 
権利の種類 摘要 
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（第二号様式（第四条第一項）       (第１面) 

特定事業許可申請書   

                                    年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                    申請者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                                          印 

                      電話番号 

                      担当者名 

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１１

条第１項の規定により、特定事業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて次

のとおり申請します。 

特定事業場の 

 

位置及び面積 

 

 地番 

  

                ほか    筆 

 

特定事業場の面積 

（実測）      ㎡ 

うち特定事業区域の面積 

（実測）      ㎡ 

 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置・・・・・別添図面 のとおり 

 現場責任者の氏名及び職名  

 特定事業区域の表土の地質の状況・・・・・ 別添のとおり                

 特定事業に使用される土砂 

 等の量及び特定事業の期間 

  土砂等の量        ㎥ 

       年  月  日 ～    年  月  日 

 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造・・・・・別添図面 のとおり 

 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項・・・・・別紙のとおり  

 法定代理人の氏名及び住所 

（法人にあっては、その名称、 

住所及び代表者の氏名） 

 

特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うため

に必要な措置・・・・・  別添図面 のとおり 

 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 

・・・・・  別添施工図面 のとおり 
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（第２面） 

 

 

 

  

   添 

  

  

  

   付 

  

  

  

   書 

  

  

  

   類 

  

  

 

 

１ 申請者が県の区域内に住所を有しない者である場合にあっては、住民票の写し（申

請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書） 
２ 申請者が条例第１２条第１項第１号イからリまでに該当しない者であることを誓約

する書面 
３ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人（県の区域内に住所を有

しない者に限る。）の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登

記事項証明書及び役員（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し） 
４ 申請者が法人である場合にあっては、その役員（県の区域内に住所を有しない者に

限る。）の住民票の写し 
５ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有

する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があると

きにあっては、これらの者（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写

し 
６ 申請者に規則第４条の２に規定する使用人がある場合にあっては、その者（県の区

域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 
７ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 
８ 特定事業場の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに

限る。） 
９ 特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工の前後の構造が確認できるもの

に限る。） 
10 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し 
11 特定事業区域の土地の公図の写し 
12 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及

び現場写真並びに試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書 
13 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 
14 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定

計算を記載した書面 
15 擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施

設の断面図及び背面図 
16 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、擁壁

の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 
17 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他知事が指示する事項を記載

した特定事業施工計画書 
18 特定事業が規則別表第四に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当

することを証する書面 
19 現場責任者であることを証する書面 
20 特定事業区域内土地使用同意書及び特定事業区域内施工同意書 
21 その他 

 

 千葉県収入証紙貼付欄（消印しないこと。） 
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（第３面） 
申請者が条例第１２条第１項第１号ヘに規定する未成年者である場合   
法定代理人 

（個人である場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ
るものを含む。 
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（第４面） 
申請者が個人である場合         
申請者 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を
添付すること。  
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（第５面） 
申請者が法人である場合          
申請者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 

住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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搬
入
計
画
に
関
す
る
事
項

予
定
量

㎥
最
大
日

量
㎥

搬
入
期
間

搬
入
時
間

搬
入
土
砂

等
の
区
分

備
考

　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
　
～

　

　
を
記

載
す
る
こ
と
。

注
　
搬

入
土

砂
等
の
区
分
の
欄
に
は
、
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
に
関
す
る
判

断
の

基
準

と
な
る
べ

き
事

項
を
定

め
る
省

令
別

表
第

一
の

区
分

発
生
場
所
・
発
生
元
事
業
者
名

搬
入
計
画
等

- 126 -



- １２７ - 

第二号様式の二（第四条第二項第二号、第七条第三項第二号及び第十五条の三第二項第二号）   

              

誓  約  書  
 

年  月  日 

 

千葉県知事         様 

 

                 申請者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                       ○印 

 

申請者は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１

２条第１項第１号イからリまで（同条例第２１条の３第４項において準用する場合を含む。）の

いずれにも該当しないことを誓約します。 

 

条例第１２条第１項第１号イからリまでの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 条例第８条第２項若しくは第３項、第２３条又は第２５条の規定により命令を受け、必

要な措置を完了していない者 

ロ 条例第２４条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過し

ない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係

る千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条例第４８号）第１５条の規定による通知があっ

た日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れるものを含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から３年を経過しないものを

含む。）。ただし、申請者が条例第２４条第１項第３号又は第９号に該当することにより当

該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。 

ハ 条例第２４条第１項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過し

ない者 

ニ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

ホ 千葉県暴力団排除条例（平成２３年千葉県条例第４号）第２条第３号に規定する暴力団

員等（以下「暴力団員等」という。） 

ヘ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人

が法人である場合においては、その役員を含む。）がイからホまでのいずれかに該当する

もの 

ト 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する

者のあるもの 

チ 個人で規則で定める使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 
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第三号様式（第四条第二項第十二号及び第五項第四号、第八条第三項並びに第十二条第一項第二号 

及び第三号並びに第二項） 

検 査 試 料 採 取 調 書 
 

年  月  日 

 

                      採取者 

                       住 所 

 

                       所 属 

 

                       職氏名             印 

 

                       連絡先電話 

 

   別添地質分析（濃度）結果証明書（排水汚染状況測定（濃度）結果証明書）の検査試料を次の

とおり採取しました。 

 

   検体区分及び番号 
 

 

  

   報告区分 

  

 

  地質（表土・搬入・定期・廃止・完了・終了） 

 

  排水（定期・廃止・完了・終了） 

 

採取年月日   
 

 

採取日の天候 
 

 

地質分析の場合の 

採取深度 

 

 

 

  注 検体区分の欄には、この調書に係る地質分析（濃度）結果証明書、排水汚染状況測定（濃度）

結果証明書に記載された番号等を記載すること。 
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第四号様式（第四条第二項第十二号及び第五項第四号、第八条第三項並びに第十二条第一項第二号及び第二項） 

 

地質分析（濃度）結果証明書 
年  月  日 

          様 
発 行 番 号                    
分析機関名                    
代 表 者                  ○印 
所 在 地                    
電 話 番 号                    
計量証明事業者の登録番号             
環境計量士                  ○印 

     年  月  日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、
計量した結果を次のとおり証明します。                        （検体区分         ） 
計 量 の 対 象 単 位 測 定 値 定 量 

下 限 値 基準値 測    定    方    法 

カ ド ミ ウ ム ㎎／ℓ    0.003  

全 シ ア ン ㎎／ℓ    不検出  

有 機
りん

燐  ㎎／ℓ    不検出  

鉛 ㎎／ℓ    0.01  

六 価 ク ロ ム ㎎／ℓ    0.05  
ひ

砒     素 ㎎／ℓ    0.01  

総 水 銀 ㎎／ℓ    0.0005  

ア ル キ ル 水 銀 ㎎／ℓ    不検出  

Ｐ Ｃ Ｂ ㎎／ℓ    不検出  

ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎／ℓ    0.02  

四 塩 化 炭 素 ㎎／ℓ    0.002  

ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ    0.002  

1， 2― ジ ク ロ ロ エ タ ン ㎎／ℓ    0.004  

1， 1―ジクロロエチレン ㎎／ℓ    0.1  

1，2―ジクロロエチレン ㎎／ℓ    0.04  

1，1，1―トリクロロエタン ㎎／ℓ    1  

1，1，2―トリクロロエタン ㎎／ℓ    0.006  

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ    0.01  

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ    0.01  

1，3―ジクロロプロペン ㎎／ℓ    0.002  

チ ウ ラ ム ㎎／ℓ    0.006  

シ マ ジ ン ㎎／ℓ    0.003  

チ オ ベ ン カ ル ブ ㎎／ℓ    0.02  

ベ ン ゼ ン ㎎／ℓ    0.01  

セ レ ン ㎎／ℓ    0.01  

ふ っ 素 ㎎／ℓ    0.8  

ほ う 素 ㎎／ℓ    1  

1 ， 4 ― ジ オ キ サ ン ㎎／ℓ    0.05  

農 用 地 ひ

砒 素 ㎎／㎏   15  含 有 

田 に 限 る 銅 ㎎／㎏   125  試 験 

検体の性状 形 状  色  に お い  

備 考 
発生場所：                        工事名： 
発生事業者名：                      計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の
当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地： 
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第五号様式（第四条第四項）      (第１面) 

 特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書 
年  月  日 

 
千葉県知事              様 

 
                       申請者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                           印 
                        電話番号 
                        担当者名 

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１１条第

２項の規定により、特定事業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて次のとおり

申請します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定事業場の 
  
 位置及び面積 
  

 地番 
  
                ほか    筆 
   

 特定事業場の面積 
 （実測）     ㎡ 
 うち特定事業区域の面積 
 （実測）     ㎡ 

現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置・・・・・別添図面 のとおり 

現場責任者の氏名及び職名   

特定事業区域の表土の地質の状況・・・・・別添のとおり                
（表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合・・・別添図面 のとおり） 

特定事業に使用される 
土砂等の搬入、搬出予定量 

年間の搬入予定量     ㎥   １日平均    ㎥ 
年間の搬出予定量     ㎥   １日平均    ㎥ 

特定事業の期間 年  月  日  ～    年  月  日 

特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造・・・・・別添図面 のとおり 

 法定代理人の氏名及び住所 
（法人にあっては、その名称、

住所及び代表者の氏名） 

 

特定事業に供する施設及び特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する

施設の構造・・・・・別添図面 のとおり 

特定事業に使用される土砂等について、土砂等の発生場所ごとに土砂等を区分するために必要 

な措置・・・・・別添図面 のとおり 
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（第２面） 
 

添 
 

 
 

付 
 

 
 

書 
 

 
 

類 

１ 申請者が県の区域内に住所を有しない者である場合にあっては、住民票の写し（申請

者が法人である場合にあっては、登記事項証明書） 
２ 申請者が条例第１２条第１項第１号イからリまでに該当しない者であることを誓約す

る書面 
３ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人（県の区域内に住所を有し

ない者に限る。）の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記

事項証明書及び役員（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し） 
４ 申請者が法人である場合にあっては、その役員（県の区域内に住所を有しない者に限

る。）の住民票の写し 
５ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有す

る株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときに

あっては、これらの者（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 
６ 申請者に規則第４条の２に規定する使用人がある場合にあっては、その者（県の区域

内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 
７ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 
８ 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し 
９ 特定事業区域の土地の公図の写し 
10 特定事業が規則別表第四に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当す

ることを証する書面 
11 現場責任者であることを証する書面 
12 表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合は、その構造図 
13 特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合は、特定事業区域に係る表

土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに試料ごと

の検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書 
14 特定事業場の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大となった場合のたい積の構造

が確認できるものに限る。） 
15 特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等のたい積が最大となった場合のたい積の構

造が確認できるものに限る。） 
16 特定事業（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書及び特定事業区域内施工同意

書 

17 その他 

 

 千葉県収入証紙貼付欄（消印しないこと。） 
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 （第３面） 

申請者が条例第１２条第１項第１号ヘに規定する未成年者である場合   
法定代理人 

（個人である場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 

規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 （ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 
  

男・女 
 

 
  

男・女 
 

 
  

男・女 
 

 
  

男・女 
 

 
 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 

添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をい 

い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行 
する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるもの 
を含む。 

                   

 



- １３３ - 

（第４面） 
申請者が個人である場合         

申請者 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

 
 

男・女 
 

 

 
 

男・女 
 

 

 
 

男・女 
 

 

 
 

男・女 
 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。  
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（第５面） 
申請者が法人である場合          

申請者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 

住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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第六号様式（第七条第二項）      （第１面） 
 

 特定事業変更許可申請書 
                                    年  月  日 

 
 千葉県知事              様 

 
                      申請者 

                     住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

                     氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                            印 
                       電話番号 
                       担当者名 
 

  年  月  日付け千葉県  指令第  号の  で許可を受けた事項について変更した

いので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１３

条第３項の規定により、関係書類及び図面を添えて次のとおり申請します。 
 

  
 

変  更  後 変  更  前 

 
 
 変更した事項 
 
 の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 変更の理由 
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 （第２面） 

 
  
 
  
   添 
  
  
  
   付 
  
  
  
   書 
  
  
  
   類 
  
  
 
 

 
 次に掲げる書類のうち添付してある書類について、○印を付すること。 

１ 住民票の写し（申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書） 

２ 申請者が条例第１３条第７項において準用する条例第１２条第１項第１号イからリま

でに該当しない者であることを誓約する書面 

３ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理

人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 

４ 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し 

５ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有す

る株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときに

あっては、これらの者の住民票の写し 

６ 申請者に規則第４条の２に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の

写し 

７ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

８ 特定事業場の平面図及び断面図（埋立て等の施工の前後の構造が確認できるものに限

り、一時たい積特定事業の場合にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合の構造

が確認できるものに限る。） 

９ 特定事業区域の平面図及び断面図（埋立て等の施工の前後の構造が確認できるものに

限り、一時たい積特定事業の場合にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合の構

造が確認できるものに限る。） 

10 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し 

11 特定事業区域の土地の公図の写し 

12 特定事業の構造上の基準に適合していることを証する書面 

13 特定事業区域に係る表土の地質検査を行った地点の位置図及び現場写真並びに試料ご

との検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書 

14 一時たい積特定事業で土砂等が遮断される構造の場合にあっては、その構造図 

15 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計

算を記載した書面 

16 擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設

の断面図及び背面図 

17 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、擁壁の

概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

18 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他知事が指示する事項を記載し

た特定事業施工計画書 

19 特定事業が規則別表第四に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当す

ることを証する書面 

20 特定事業区域内土地使用同意書（一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業

（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書）及び特定事業区域内施工同意書 

21 その他（                            ） 

   
千葉県収入証紙貼付欄（消印しないこと。） 
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（第３面） 
申請者が条例第１３条第７項において準用する条例第１２条第１項第１号ヘに規定する未成年 
者である場合   
法定代理人 

（個人である場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 

添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をい 

い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行 
する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるもの 
を含む。 
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（第４面） 
申請者が個人である場合         
申請者 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。  
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（第５面） 
申請者が法人である場合          
申請者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 

住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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第七号様式（第七条第五項） 

特定事業軽微変更届 
    

                                        年  月  日 
 

千葉県知事              様 
 

                    届出者 

                  住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

                  氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                     電話番号 

                     担当者名 
 

年  月  日付け千葉県  指令第  号の で許可を受けた事項について、軽微

な変更をしたので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例第１３条第８項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 特定事業場の位置：   

２ 特定事業の許可の期間：     年  月  日 ～     年  月  日  

３ 軽微な変更の内容   
 
 変更後 変更前 

 住所（所在地）   

 氏名（名称）   

法人の代表者   

法定代理人の氏名及び住所（法人
にあっては、その名称、住所及び
代表者の氏名） 

  

役員、株主等又は使用人 別紙１から別紙４のとおり 別紙１から別紙４のとおり 

現場事務所の位置   

現場責任者の氏名及び職名   

特定事業に使用される土砂等の量
（一時たい積特定事業の場合は搬
入、搬出の予定量） 

  

特定事業に使用される土砂等の搬
入計画 

  

排水測定施設の位置   

特定事業に使用される土砂等の崩
落、飛散又は流出による災害の発
生を防止するために必要な措置と
して設けた施設の構造 

  

変更の理由  

注１ 県の区域内に住所を有しない者の住所又は氏名の変更の場合にあっては住民票の写し又は戸籍抄本 
を、法人の所在地、名称又は代表者の変更の場合にあっては登記事項証明書を添付すること。 

２ 土地所有者への通知書及び許可書の写し並びに位置図及び付近の見取図を添付すること。 
３ 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の 
住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）を添付すること。 

４ 役員、株主等又は使用人の変更の場合は、別紙に記載し、新たに役員、株主等又は使用人になった者 
（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写しを添付すること。 

５ その他知事が必要と認める書類又は図面を添付すること。 
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別紙１                 
新旧対照表（役員・株主等・使用人） 

区分 
新 旧 

役職名・呼称 氏  名 役職名・呼称 氏  名 

役
員
□
許
可
を
受
け
た
者
が
未
成

年
者
で
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場

合
□ 

  

   

役
員
□
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人

で
あ
る
場
合
□ 

  

 

 

 

株
主
・
出
資
者
□
許
可
を
受
け
た
者

が
法
人
で
あ
る
場
合
□ 

 

   
 
 
 
 
      

規
則
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用

人
□
許
可
を
受
け
た
者
に
当
該
使
用

人
が
あ
る
場
合
□ 

  
 
 
 
 
      

注 「株主・出資者（許可を受けた者が法人である場合）」欄は、新たに、発行済株式 
総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当 
する出資者となった者を「新」に、該当しなくなった者を「旧」に記載すること。
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別紙２ 
届出後の役員、株主等又は使用人の状況（許可を受けた者が未成年者の場合）       

法定代理人 
（個人である場合） 

 （ふ り が な） 
氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女  

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

規則第４条の２に規定する使用人（許可を受けた者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

  
男・女 

 
 

 
注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
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別紙３ 

届出後の役員、株主等又は使用人の状況（許可を受けた者が個人である場合）         

許可を受けた者 

 （ふ り が な） 
氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（許可を受けた者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

 
 

男・女 
 

 

 
 

男・女 
 

 

 
 

男・女 
 

 

  
男・女 

 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。  
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別紙４ 

届出後の役員、株主等又は使用人の状況（許可を受けた者が法人である場合）          
許可を受けた者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（許可を受けた者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。 
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第七号様式の二（第七条第五項） 

特定事業軽微変更通知書 
    

                                        年  月  日 

 土地所有者 

                 様 

 

                      事業者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

      年  月  日付け千葉県  指令第  号の で許可を受けた事項について、軽微な

変更をしたので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

第１３条第８項の規定により、次のとおり通知します。 

   

  変更後 変更前 

住所（所在地）   

氏名（名称）   

法人の代表者   

法定代理人の氏名及び住所

（法人にあっては、その名

称、住所及び代表者の氏名） 

  

役員、株主等又は使用人  別紙のとおり  別紙のとおり 

現場事務所の位置   

現場責任者の氏名及び職名   

特定事業に使用される 土砂

等の量（一時たい積特定事業

の場合は搬入、搬出の予定

量） 

  

特定事業に使用される土砂等

の搬入計画 
  

排水測定施設の位置   

特定事業に使用される土砂等

の崩落、飛散又は流出による

災害の発生を防止するために

必要な措置として設けた施設

の構造 

  

変更の理由 
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別紙          
新旧対照表（役員・株主等・使用人） 

区分 
新 旧 

役職名・呼称 氏   名 役職名・呼称 氏   名 

役
員
□
許
可
を
受
け
た
者
が
未
成

年
者
で
法
定
代
理
人
が
法
人
の
場

合
□ 

  

   

役
員
□
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人

で
あ
る
場
合
□ 

 

 

   

株
主
・
出
資
者
□
許
可
を
受
け
た
者

が
法
人
で
あ
る
場
合
□ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

規
則
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
使
用
人

□
許
可
を
受
け
た
者
に
当
該
使
用
人
が

あ
る
場
合
□ 

 

   

 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 

注 「株主・出資者（許可を受けた者が法人である場合）」欄は、新たに、発行済株式 
総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額に相当 
する出資者となった者を「新」に、該当しなくなった者を「旧」に記載すること。 



- １４７ - 

第七号様式の三（第七条の二） 

特定事業着手届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                     届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

   土砂等の埋立て等に着手したので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の  

発生の防止に関する条例第１４条の２の規定により、次のとおり届け出ます。 

  

 特定事業の許可及び

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 

 許可期間：     年  月  日 ～    年  月  日 

 位置： 

 

  着手年月日 年   月   日 

 土砂等搬入届の提出

年月日 年   月   日 
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第八号様式（第八条第一項） 

土 砂 等 搬 入 届 

年  月  日 

千葉県知事          様  

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

        年  月  日付け千葉県  指令第  号の で許可を受けた特定事業について、

土砂等を搬入したいので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例第１５条の規定により、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。  

     １ 土砂等の発生場所並びに発生元事業者名及び連絡先 

          発生場所： 

          発生元事業者名：              電話番号 

     ２ 地質検査の試料を採取した地点を明らかにした土砂等の発生場所の平面図及び土砂等の

発生場所の現場写真・・・・別添のとおり 

     ３ 土砂等の発生場所の工事名等 

     ４ 土砂等の搬入予定量           ㎥うち今回の搬入量        ㎥ 

５ 土砂等の搬入期間     年  月  日  ～   年  月  日  

     ６ 土砂等の運搬事業者名（すべて記載のこと。） 

 

     ７ 特定事業に係る区分及び場所  

  区分： 埋立て等 ・ 一時たい積 

          場所： 

     ８ 特定事業の許可の期間      年  月  日 ～    年  月  日 
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第九号様式（第八条第二項） 

土砂等発生元証明書 
年  月  日 

特定事業者名 

               様 

                    発生元事業者 

                     住  所 

                     事業者名 

                     代表者又は現場責任者            印 

 

                           電話番号 

 次のとおり搬出する土砂等が次の工事現場から発生し、又は採取された土砂等であることを証明

します。 

 なお、これらの土砂等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２

条第１項に規定する廃棄物ではありません。 

  工  事  名 
 

 

   工事施工場所 
 

 

  発  注  者 
 

 

   工事施工期間 
 

 

 当該工事に係る土砂等発生

総量 
      ㎥（うち搬出契約量      ㎥） 

 今回の証明に係る土砂等の

量 
㎥（５，０００㎥以内） 

 発生土砂等の地質分析（濃

度）結果証明書の有無 

  有 ・ 無  

  別紙のとおり 

   発生土砂等の区分 
 

 

  発生土砂等運搬契約者名 

 住所              氏名  

 住所              氏名 

 住所              氏名 

 住所              氏名 

 発生土砂等埋立事業者名 

（一時たい積特定事業場） 住所 

             氏名 

（埋立て等の事業場） 住所 

           氏名  

注 発生土砂等の区分の欄には、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の 

基準となるべき事項を定める省令別表第１に規定する区分を記載すること。 
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第九号様式の二（第八条第五項） 

               土砂等売渡・譲渡証明書 

                                     年   月   日 

 特定事業者 

                 様 

 

                     売渡・譲渡元事業者 

                       住 所 

                       事業者名 

                       代表者                印 

                       電話番号  

  （特定事業者名）が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する

条例に基づき特定事業の許可を受けた区域に搬入する土砂等については、現在、岩石、砂利又は

土の採取計画の認可等を受けている下記の採取場から採取された土砂等であることに相違ありま

せん。 

記 

認可採取場所在地 

 

 

 採取計画認可番号 
 

 

 認可期間  

 認可採取量                      ㎥                                

 特定事業区域所在地 
 

 

 売渡し又は譲渡しの 

土量 
                                          ㎥ 

 売渡し又は譲渡しの 

期間 
    年   月   日 ～   年   月   日 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

     

      

      

       

       

       

       

       



 

 

 

   

 

 

 
 

     
 

(      ) 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

       
(      ) 
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第十号様式（第九条第一項） 

特定事業状況報告書 
年  月  日 

千葉県知事     様 
 
                      報告者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                           印 
                       電話番号 
                       担当者名  
  千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１６条第３項の 

規定により、特定事業の状況を次のとおり報告します。 

 特定事業の許可及び特定

事業場の位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 
  許可の期間：   年   月   日 ～    年  月  日 
 位置： 

 特定事業区域の面積       ㎡ （うち今回実施済面積      ㎡） 
                   （実施済面積       ㎡） 
 特定事業に使用される土砂等の量       ㎥ （うち今回実施済量      ㎥） 
                         （実施済量       ㎥）  

発生場所・工事名等  搬入予定 
 量 ㎥ 

 前回累計 
 量 ㎥ 

 今回報告 
 量 ㎥ 

 累計量 
   ㎥  備考 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合   計  
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第十一号様式（第九条第二項） 

特定事業（一時たい積特定事業）状況報告書 
年  月  日 

千葉県知事              様 
 
                      報告者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                           印 
                       電話番号 
                       担当者名 
 

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１６条第３項の 

規定により、特定事業の状況を次のとおり報告します。 

 特定事業の許可 
及び特定事業の

位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 
  許可の期間：    年   月   日 ～    年  月  日 
 位置： 

発生場所・工事名等 前回までの 
処分残量㎥ 

   月 日 ～  月 日 たい積場所 
 区分の有無  備 考 

 搬入量㎥ 搬出量㎥ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合   計  
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第十二号様式（第十二条第一項及び第二項） 

特定事業地質等検査報告書 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      報告者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

    千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１７条   

第１項の規定により、地質等の検査結果を次のとおり報告します。 

 

 特定事業の許可 

 及び特定事業の

位置 

     年  月  日  千葉県  指令第    号の 

  許可の期間：   年  月  日 ～    年  月  日 

 位置： 

 土砂等及び排水の採取場所・・・・・別添図面及び現場写真のとおり 

 地質分析（濃度）結果証明書・・・・・別添のとおり                      

 排水汚染状況測定（濃度）結果証明書・・・・・別添のとおり 
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 第十三号様式（第十二条第一項第三号及び第二項）   
排水汚染状況測定（濃度）結果証明書 

年  月  日 
          様 

発 行 番 号                    
分析機関名                    
代 表 者                  ○印 
所 在 地                    
電 話 番 号                    
計量証明事業者の登録番号             
環境計量士                  ○印 

     年  月  日に依頼のあった検体の計量結果を次のとおり証明します。 
  （検体区分         ） 

項        目 単 位 測定値 定 量 
下 限 値 測    定    方    法 

カ ド ミ ウ ム ㎎／ℓ     

全 シ ア ン ㎎／ℓ     

有 機
りん

燐  ㎎／ℓ     

鉛 ㎎／ℓ     

六 価 ク ロ ム ㎎／ℓ     

ひ

砒      素 ㎎／ℓ     

総 水 銀 ㎎／ℓ     

ア ル キ ル 水 銀 ㎎／ℓ     

Ｐ Ｃ Ｂ ㎎／ℓ     

ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎／ℓ     

四 塩 化 炭 素 ㎎／ℓ     

1 ， 2 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン ㎎／ℓ     

1 ， 1 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ     

シス―1，2―ジクロロエチレン ㎎／ℓ     

1，1，1―トリクロロエタン ㎎／ℓ     

1，1，2―トリクロロエタン ㎎／ℓ     

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ     

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン ㎎／ℓ     

1 ， 3 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン ㎎／ℓ     

チ ウ ラ ム ㎎／ℓ     

シ マ ジ ン ㎎／ℓ     

チ オ ベ ン カ ル ブ ㎎／ℓ     

ベ ン ゼ ン ㎎／ℓ     

セ レ ン ㎎／ℓ     

ふ っ 素 ㎎／ℓ     

ほ う 素 ㎎／ℓ     

1 ， 4 ― ジ オ キ サ ン ㎎／ℓ     

銅 ㎎／ℓ     

浮 遊 物 質 量 ㎎／ℓ     

水 素 イ オ ン 
濃 度 指 数 ―  ―  

備 考 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所
の所在地： 
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第十四号様式（第十三条第一項） 
 
 

 ←       １２０ｃｍ以上                →  

 
 

↑

｜

｜
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 

cm 
 
 
 
 
 
 

以 
 
 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
｜

｜

↓

  
土砂等の埋立て等に関する標識 

 

事業の許可 年  月  日  千葉県   指令第   号の 

 
 事業の目的  

事業場の所在地  

 
 
 

事業者の住所、 
 
氏名、連絡先 

住所（所在地） 

氏名（名称） 

連 絡 先 

 
事業の許可期間     年   月   日 ～       年   月   日 

 
事業場及び事業 
 
区域の面積 

事業場面積： 
 
事業区域面積： 

 
 事業場及び事業区域の見取図 

 
土砂等の発生場所

及び搬入予定量 
 
（一時たい積特定

事業の場合は、土

砂等の年間の搬入

及び搬出予定量） 

 

 
現場責任者の 
 
氏名及び職名 

 

  ↑ 
50cm 
以上 
↓ 
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第十五号様式（第十四条第一項） 

特定事業廃止（中止）事前届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

   特定事業を廃止（中止）したいので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の 

  発生の防止に関する条例第２０条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

特定事業の許可及び    

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県   指令第   号の 

 位置：    

  
特定事業の許可の期間   

 
及び廃止の期日  
 
（中止期間） 

 許可の期間   年  月  日 ～   年  月  日 

 廃止の期日     年  月  日 

 （中止期間    年 月 日～  年 月 日） 

 特定事業を廃止（中止）した場合の特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 

特定事業を廃止（中止）しようとする場合の工程・・・・別紙のとおり 

 特定事業を廃止（中止）した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂

等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置・・・・別添施工図面の

とおり 

 一時たい積特定事業の特定事業区域の面積のうち土砂等がたい積されている面積      ㎡ 

  注 特定事業区域の現状における現場写真を添付すること。 



別
紙

 

特
 
定
 

事
 
業
 
工

 
程

 
表

 
 土

壌
の
汚
染
及
び
土
砂
等
の
崩

落
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の

内
容
又
は
工
法
・
工
種

 

 年
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
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第十五号様式の二（第十四条第三項） 

特定事業廃止届 

年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

   特定事業を廃止したので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止 

に関する条例第２０条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

特定事業の許可及び    

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 

 位置： 

  

特定事業の許可の期間   

 

及び廃止の期日  

 

 

許可の期間   年  月  日 ～   年  月  日 

 

 廃止の期日     年  月  日  

土砂等の搬入計画量及び 

搬入実績 

搬入計画量：           ｍ３ 

搬入実績：                      ｍ３ 

特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 
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第十五号様式の三（第十五条第一項） 

特定事業完了事前届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

    特定事業が完了するので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の 

   防止に関する条例第２１条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 特定事業の許可及び

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 

 位置： 

  

 特定事業の許可の期

間及び完了予定期日 

  

 許可の期間     年  月  日 ～   年  月  日 

 

 完了予定期日     年  月  日 

 

 完了した場合の特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 

特定事業が完了するまでの工程・・・・・別紙のとおり 

  注 特定事業区域の現状における現場写真を添付すること。 



別
紙

 

特
 
定
 

事
 
業
 
工

 
程

 
表

 
 土

壌
の
汚
染
及
び
土
砂
等
の
崩

落
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の

内
容
又
は
工
法
・
工
種

 

 年
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
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第十六号様式（第十五条第三項） 

特定事業完了届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

   特定事業が完了したので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止 

に関する条例第２１条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 特定事業の許可及び

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県   指令第   号の 

 位置： 

  

 特定事業の許可の期

間及び完了期日 

  

 許可の期間     年  月  日 ～   年  月  日 

 

 完了期日     年  月  日 

 

 完了した特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 
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第十六号様式の二（第十五条の二第一項） 

特定事業終了事前届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

    特定事業が期間内に完了する見込みがないため、特定事業を終了したいので、千葉県土砂等の

埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第２１条の２第１項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 特定事業の許可及び 

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県  指令第   号の 

  

位置： 

 特定事業の許可の期

間 

  

     年  月  日 ～   年  月  日 

 終了した場合の特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 

特定事業が終了するまでの工程・・・・・別紙のとおり 

  注 特定事業区域の現状における現場写真を添付すること。 



別
紙

 

特
 
定
 

事
 
業
 
工

 
程

 
表

 
 

土
壌
の
汚
染
及
び
土
砂
等
の
崩

落
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の

内
容
又
は
工
法
・
工
種
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第十六号様式の三（第十五条の二第三項） 

特定事業終了届 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 

   特定事業を終了したので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止 

に関する条例第２１条の２第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 特定事業の許可及び

特定事業場の位置 

     年  月  日  千葉県   指令第   号の 

 位置： 

 特定事業の許可の期

間 

 

      年  月  日 ～     年  月  日 

 

 土砂等の搬入計画量 

 及び搬入実績  

 搬入計画量：           ｍ３ 

搬入実績：                        ｍ３ 

 終了した特定事業区域の構造・・・・・別添図面のとおり 
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第十六号様式の四（第十五条の三第一項）  （第１面） 

特定事業譲受け許可申請書 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      申請者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名 
 

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第２１条の３第２項の

規定により、特定事業の全部の譲受けの許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

特定事業の許可 

及び特定事業場

の位置 

   年  月  日  千葉県   指令第   号の 

  許可の期間：     年  月  日 ～    年  月  日 

 位置： 

譲受けの相手方 

の氏名及び住所 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

現場責任者の 
氏名及び職名 

 

法定代理人の 
氏 名 及 び 住 所

（法人にあって

は、その名称、

住所及び代表者

の氏名） 

 

譲受けの理由  
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                   （第２面） 
 

 

   添 

  

   

   付 

   

  

   書 

   

  

   類 

 

１ 申請者が県の区域内に住所を有しない者である場合にあっては、住民票の写し（申請

者が法人である場合にあっては、登記事項証明書） 
２ 申請者が条例第２１条の３第４項において準用する条例第１２条第１項第１号イから

リまでに該当しない者であることを誓約する書面 
３ 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人（県の区域内に住所を有し

ない者に限る。）の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記

事項証明書及び役員（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し） 
４ 申請者が法人である場合にあっては、その役員（県の区域内に住所を有しない者に限

る。）の住民票の写し 
５ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有す

る株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときに

あっては、これらの者（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 
６ 申請者に規則第４条の２に規定する使用人がある場合にあっては、その者（県の区域

内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 
７ 特定事業場の位置図及び付近の見取図 
８ 特定事業区域内土地使用同意書（一時たい積特定事業の場合にあっては、特定事業

（一時たい積特定事業）区域内土地使用同意書）及び特定事業区域内施工同意書 
９ 現場責任者であることを証する書面 
10 その他（                            ） 

 
 千葉県収入証紙貼付欄（消印しないこと。） 
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（第３面） 

申請者が条例第２１条の３第４項において準用する条例第１２条第１項第１号ヘに規定する 
未成年者である場合   

法定代理人 
（個人である場合） 

 （ふ り が な） 
氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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（第４面） 

申請者が個人である場合         
申請者 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。 
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（第５面） 
申請者が法人である場合          

申請者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 

住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 
を添付すること。 

２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 
いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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第十七号様式（第十六条） 
（第１面） 

特定事業相続等届 
年  月  日 

 千葉県知事              様 

                      届出者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）    

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）    

                                           印 

                        電話番号 

                        担当者名 

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第１０条の許可を受け

た者の地位を継承したので、同条例第２２条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

 特定事業の許可 

及び特定事業場

の位置 

     年  月  日  千葉県   指令第   号の 

  許可の期間：    年  月  日 ～     年  月  日 

  位置： 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 承継前の事業者 

  

 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 

 
 
 
 
 

 承継年月日      年   月   日 

 現場責任者の 
 氏名及び職名 

 

 法定代理人の 

氏名及び住所

（法人にあって

は、その名称、

住所及び代表者

の氏名） 

 

承継の理由  
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（第２面） 

添 
 

 
 

 
 

 

付 
 

 
 

 
 

 

書 
 

 
 

 
 

類 

１ 承継を証する書面 

２ 届出者（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し（届

出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書） 

３ 届出者が条例第１２条第１項第１号イからリまでに該当しない者である

ことを誓約する書面 

４ 届出者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人（県の区域内

に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し（法定代理人が法人である

場合にあっては、その登記事項証明書及び役員（県の区域内に住所を有し

ない者に限る。）の住民票の写し） 

５ 届出者が法人である場合にあっては、その役員（県の区域内に住所を有

しない者に限る。）の住民票の写し 

６ 届出者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上

の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資

をしている者があるときにあっては、これらの者（県の区域内に住所を有

しない者に限る。）の住民票の写し 

７ 届出者に規則第４条の２に規定する使用人がある場合にあっては、その

者（県の区域内に住所を有しない者に限る。）の住民票の写し 

８ 現場責任者であることを証する書面 
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（第３面） 

届出者が条例第１２条第１項第１号ヘに規定する未成年者である場合   
法定代理人 

（個人である場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

 
（法人である場合） 

 （ふ り が な） 
名     称 主たる事務所の所在地 

  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
規則第４条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

 
注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 

を添付すること。 
２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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（第４面） 

届出者が個人である場合         
届出者 
 （ふ り が な） 

氏   名 生 年 月 日 性別 住      所 

  
男・女 

 

規則第４条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合） 

 
 

（ふ り が な） 
氏   名 

生 年 月 日 
性別 住      所 

役職名・呼称 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 

  
男・女 

 

 
 

注 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を 
添付すること。  
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（第５面） 
届出者が法人である場合          

届出者 
 （ふ り が な） 

名     称 主たる事務所の所在地 
  

役員 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の 5 以上の額

に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合） 
 発行済株式の総数          株 出資の額  

（ふりがな） 
氏   名 生年月日 性別 

保有する
株式の数
又は出資
の金額 

住      所 

割 合 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
  

男・女   
 

  
男・女   

 
規則第４条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合） 
 （ふ り が な） 

氏   名 
生 年 月 日 

性別 住      所 
役職名・呼称 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

  
男・女  

 
  

男・女  
 

注１ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面 
を添付すること。 

２ 「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を 
いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を 
執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ 
るものを含む。 
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第十七号様式の二（第十六条） 

 

特定事業相続等通知書 
    

                                        年  月  日 

 

土地所有者  

様 

 

                     

                    承継者  

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           印 

                       電話番号 

                       担当者名  

 

   年  月  日付け千葉県   指令第  号の で許可を受けた特定事業について、

当該許可を受けた者の地位を承継したので、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生の防止に関する条例第２２条第２項の規定により、通知します。 

                      記 

 １ 承継前の事業者 

    住所（所在地）： 

    氏名（名称及び代表者の氏名）： 

 ２ 承継年月日  

    平成  年  月  日 

 ３ 承継の理由 
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第十八号様式（第十七条）                            

                                        

                   （表）                   
 

                      第       号 

                職・氏名 
 

  
    生年月日 

上記の者は、千葉県土砂等の埋立て等 

による土壌の汚染及び災害の発生の防止 

関する条例第２８条第１項の規定により、

立入検査を行う者であることを証明する。 
 

            年  月  日発行 

写 

 

真 

  

 

 

 印                   千葉県知事 

 

 

                                        

                   （裏）                   
 

     千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の 

    防止に関する条例抜すい 

  （立入検査） 

 第２８条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、 
 土砂等の埋立て等を行う者の現場事務所、事業場その他その業務を行う 
場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質 
問させることができる。 

 ２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書 

  を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければなら 

  ない。 

 ３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた 

  ものと解釈してはならない。 
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第十九号様式（第十八条） 

適用除外申出書 
年  月  日 

 

 千葉県知事              様 

 

                      申出者 

                       市町村長             印 

                       電話番号 

 

    本市（町・村）の区域について、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例第３０条第１項の規定により、同条例の規定の適用の除外を

受けたいので、次のとおり申し出します。 

 

適用の除外を受け

ようとする区域 
                   市（町・村）の区域 

適用を除外する日         年   月   日 

本市（町・村）が

講じた（講じよう

とする）土砂等の

埋立て等に対する

施策の内容 

  

  
備考 

  １ 土砂等の埋立て等に対する施策の内容が、市町村が定めた条例に基づくものである場

合にあっては、当該市町村の条例の公布の日及び施行の日を合わせて記載すること。 

  ２ 申出書には、市町村が定めた条例その他の土砂等の埋立て等に対する施策の内容を具

体的に示す資料を添付すること。 


